
 

 
 

議会運営委員会次第 

 

日 時 令和７年９月２日（火） 

午前１０時開議 

場 所 第３・４委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）令和７年第３回定例会の運営について 

  ア 会期の決定について 

  イ 議案の取り扱いについて 

  （ア）議案第６０号から議案第７６号 

  （イ）議案第７７号 

  ウ 議事日程について 

  エ 決算審査特別委員会の設置について 

  オ 追加議案について 

  カ 一般質問通告書について 

  キ 陳情について 

  ク 意見書の取り扱いについて 

（２）令和８年度議会費予算要望（議会運営委員会分）について 

（３）その他 

 

３ 閉会 

 



令和７年　月　　日提出

月　日 曜日 内　　　　　　　容 月　日 曜日 内　　　　　　　容

９月  本会議　午後１時開議 １７日 水 　　休　　会　（市民経済常任委員会）

 １　会議録署名議員の指名 １８日 木 　　休　　会　（都市建設常任委員会）

 ２　会期の決定 １９日 金 　　休　　会　（総務常任委員会）

４日  ３　議案第６０号から議案第７７号 ２０日 土

　　 報告第　９号から報告第１２号 ２１日 日

　（議案上程・提案理由説明及び報告) ２２日 月

 ４　休会の件 ２３日 火

５日 金 ２４日 水 　  休　　会　（決算審査特別委員会）

６日 土 ２５日 木 　　休　　会　（決算審査特別委員会）

７日 日 ２６日 金 　　休　　会　（決算審査特別委員会）

８日 月 ２７日 土

 本会議　午前１０時開議 ２８日 日

 １　市政に関する一般質問 ２９日 月

 本会議　午前１０時開議 ３０日 火 　  休　　会　（決算審査特別委員会）

 １　市政に関する一般質問 １０月

 本会議　午前１０時開議 １日

 １　市政に関する一般質問 ２日 木

 本会議　午前１０時開議 ３日 金

 １　市政に関する一般質問 ４日 土

 ２　追加議案上程 ５日 日

　（提案理由説明・採決） ６日 月   　休　　会　（※決算審査特別委員会）

 ３　議案第６０号から議案第７６号 ７日 火 　　休　　会　（総合調整）

　（質疑・委員会付託）  本会議　午後１時開議

 ４　議案第７７号  １　議案・陳情

（質疑･特別委員会設置･委員会付託・委員の選任） 　（委員長報告・質疑・討論・採決）

 ５　陳情の件  ２　議案

 ６　休会の件 　（委員長報告・質疑・討論・採決）

１３日 土  ３　発議上程

１４日 日 　（提案理由説明・質疑・討論・採決）

１５日 月  ４　議員派遣の件

１６日 火 　　休　　会　（教育福祉常任委員会）  ５　所管事務の継続調査の件

（注）※は議会内による指摘要望事項協議日

１１日 木

　  休　　会　（議案研究）

金１２日

水８日

水

　　休　　会　（総合調整）

　　令和７年流山市議会第３回定例会会期日程表（案）

火

水１０日

９日

　　休　会　（議案研究）

木

　  休　　会　（議案研究）

　　休　　会　（議案研究）
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令和７年流山市議会第３回定例会議案付託表  

 

令和７年 月 日提出  

付託委員会名  議案番号  件         名  

総 務  

委 員 会  

議案第６０号  
令和７年度流山市一般会計補正予

算（第３号）  

議案第６１号  
流山市職員旅費に関する条例の全

部を改正する条例の制定について  

議案第６２号  

流山市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について  

議案第６３号  

工事請負契約の締結について（流

山市立おおぐろの森小学校校舎増

築等工事（建築工事））  

教 育 福 祉  

委 員 会  

議案第６４号  
令和７ 年度流 山市 介護保 険特 別会

計補正予算（第１号）  

議案第６５号  
令和６ 年度流 山市 介護保 険特 別会

計歳入歳出決算認定について  

議案第６６号  

流山市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条

例の制定について  

議案第６７号  

専決処分の承認を求めることにつ

いて（保育所等入所承諾通知書誤

送付に係る和解）  
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付託委員会名  議案番号  件         名  

市 民 経 済  

委 員 会  

議案第６８号  
令和７ 年度流 山市 国民健 康保 険特

別会計補正予算（第１号）  

議案第６９号  
令和７ 年度流 山市 後期高 齢者 医療

特別会計補正予算（第１号）  

議案第７０号  
令和６ 年度流 山市 国民健 康保 険特

別会計歳入歳出決算認定について  

議案第７１号  

令和６ 年度流 山市 後期高 齢者 医療

特別会 計歳入 歳出 決算認 定に つい

て 

都 市 建 設  

委 員 会  

議案第７２号  
令和７ 年度流 山市 土地区 画整 理事

業特別会計補正予算（第１号）  

議案第７３号  
令和７ 年度流 山市 水道事 業会 計補

正予算（第１号）  

議案第７４号  

令和６年度流山市土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

議案第７５号  
令和６ 年度流 山市 水道事 業会 計決

算認定について  

議案第７６号  
令和６ 年度流 山市 下水道 事業 会計

決算認定について  
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令和７年流山市議会第３回定例会議案付託表  

 

令和７年 月 日提出  

付託委員会名  議案番号  件         名  

決 算 審 査  

特 別 委 員 会  
議案第７７号  

令和６ 年度流 山市 一般会 計歳 入歳

出決算認定について  
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令和７年流山市議会第３回定例会日程表（第１号） 

 

 令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日  

午 後 １ 時 開 議  

 

第１ 会議録署名議員の指名 

 

第２ 会期の決定 

 

第３ 議案第６０号 令和７年度流山市一般会計補正予算（第３号） 

   議案第６１号 流山市職員旅費に関する条例の全部を改正する条例

の制定について 

   議案第６２号 流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について 

   議案第６３号 工事請負契約の締結について（流山市立おおぐろの

森小学校校舎増築等工事（建築工事）） 

   議案第６４号 令和７年度流山市介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

   議案第６５号 令和６年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

   議案第６６号 流山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

   議案第６７号 専決処分の承認を求めることについて（保育所等入

所承諾通知書誤送付に係る和解） 

   議案第６８号  令和７年度流山市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
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   議案第６９号 令和７年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第７０号 令和６年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

   議案第７１号 令和６年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 

   議案第７２号 令和７年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第７３号 令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案第７４号 令和６年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

   議案第７５号 令和６年度流山市水道事業会計決算認定について 

   議案第７６号 令和６年度流山市下水道事業会計決算認定について 

議案第７７号 令和６年度流山市一般会計歳入歳出決算認定につい 

       て  

（議案上程・提案理由説明） 

 

報告第 ９ 号 令和６年度健全化判断比率について 

報告第１０号 令和６年度資金不足比率について 

報告第１１号 専決処分の報告について 

報告第１２号 専決処分の報告について 

（説 明） 

 

第４ 休会の件 
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 令和７年第３回定例会  
 

 

 

 

 一 般 質 問 通 告 書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 山 市 議 会 
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令和７年第３回定例会一般質問通告順 

日付 順番 議  員  名 会  派  名 頁 提出時間 

９ 

月 

９ 

日 

１ 矢 口 輝 美  １～２ ２９日 ８時３０分 

２ 近 藤 み ほ 流  政  会 ３～４ ２９日 ８時３０分 

３ 青 野   直 流  政  会 ５ ２９日 ８時３０分 

４ 野 村   誠 公  明  党 ６～７ ２９日 ８時３０分 

５ 森 田 洋 一  ８～９ ２９日 ８時３０分 

９ 

月 

１０ 

日 

６ 川 本 大 岳 流  政  会 １０～１１ ２９日 ８時３０分 

７ 渡 辺 仁 二 流  政  会 １２～１３ ２９日 ８時３０分 

８ 笠 原 久 恵 流  政  会 １４～１５ ２９日 ８時３０分 

９ 阿 部 治 正  １６～１７ ２９日 ８時３０分 

１０ 小 沢 えみり 流  政  会 １８～１９ ２９日 ９時２２分 

９ 

月 

１１ 

日 

１１ 桑 畑 伴 子 公  明  党 ２０～２１ ２９日 ９時４３分 

１２ おだぎり たかし 日本共産党 ２２ ２９日 １０時５６分 

１３ 乾   え り 日本共産党 ２３ ２９日 １０時５６分 

１４ 高 橋 あきら 日本共産党 ２４～２５ ２９日 １０時５６分 

１５ 植 田 和 子 日本共産党 ２６ ２９日 １０時５６分 

９ 

月 

１２ 

日 

１６ 鈴木 ゆうすけ  ２７～２８ ２９日 １１時２８分 

１７ う た 桜 子 流山みらい ２９～３０ ２９日 １３時００分 

１８ 藤 井 俊 行 流山みらい ３１ ２９日 １３時１３分 

１９ 楠 山 栄 子  ３２ ２９日 １３時２０分 

２０ 清 水   大  ３３～３４ ２９日 １３時３４分 
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通告番号１番 

 質問者５番 矢 口 輝 美 

質 問 事 項 要      旨 

１ 個別避難計画と連動

したユニバーサルデザ

インに配慮した避難所

の整備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育・福祉現場にお

けるこどもの権利保障

のための職員研修の実

施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）災害時に要配慮者が安心して避難できる体制を整える

ためには、個別避難計画の作成と、避難所での受け入れ

体制の連動が不可欠である。そこでユニバーサルデザイ

ンに配慮した避難所の概念を取り入れた市の取組につい

て、以下を問う。 

ア 本市における個別避難計画の作成状況と内容の具体性

について 

イ 個別避難計画の内容が避難所運営及びマニュアルにど

のように活かされているか。 

ウ 要配慮者の避難を想定した避難所の整備状況と課題に

ついて 

エ ユニバーサルデザインに配慮した避難所の考え方を取

り入れていくべきと思うがどうか。 

 

（１）教育・福祉現場では、子どもの権利条約に基づき、こ

どもが意見を尊重され、プライバシーを守られ、安全・

安心に過ごせる環境の整備が求められている。教育・福

祉現場でのこどもの権利の実現には、職員一人ひとりが

その理念を理解し、日々の関わりに活かすための研修が

不可欠であるため、市内の教育・福祉現場における研修

の実施状況を確認するとともに、今後の取組について、

市の考えを問う。 

ア 教育施設における職員研修が必要だと考えるが、実施

する予定はあるか。 

イ 児童福祉施設・保育所・学童クラブ等の福祉施設にお

ける職員研修の実施状況とその成果の確認手法について 

ウ すべての職員を対象にこどもの権利の理解を醸成する

ための方策について 

エ こどもの声を聴く力や意見を尊重するスキルを育む実

践的研修の導入について 
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３ 学童クラブの定員超

過と今後の放課後児童

施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 困難な問題を抱える

女性への支援に関する

実態把握と包括的支援

体制の整備について 

 

 

（１）学童クラブは児童福祉法に基づく福祉事業であり、基

準適合とこどもの育ちにふさわしい環境確保が必要であ

るところ、本市では学童クラブの需要が高まり、定員超

過や学校教室において対応が行われている。このような

暫定措置の恒常化は望ましくなく、保護者への説明も必

要である。市が改善策としての施設整備を行わない以

上、利用格差を生まずかつ支援の質を担保することを念

頭に置いた上で、民間事業者の活用や放課後子どもクラ

ブ導入等の代替策の検討が急務である。さらに、幼保小

の架け橋期プログラムに学童クラブを含め、学校・家

庭・地域の情報共有体制を構築することが重要である。

そこで以下を問う。 

ア 市内学童クラブにおける定員超過の現状及び今後の見

通し並びに学校教室利用の実態について 

イ 学校教室を利用する場合の児童福祉法上の基準や安全

面の適合性について 

ウ 専用施設と比べた際のこどもの遊び・休息環境の格差

について 

エ 保護者への説明責任を、市はどのように果たしている

のか。 

オ 民間事業者の活用や放課後子どもクラブの導入など代

替策の検討状況、また子ども食堂や学習支援など市民団

体等の支援者に対する支援について市の考えはどうか。 

カ 幼保小の架け橋期プログラムに学童クラブも含めるこ

とで、学校・家庭・地域での情報共有を図る仕組みを構

築することについて 

 

（１）困難な問題を抱える女性の中には、自らの困難に気づ

きにくく、相談や支援を受けられないまま孤立している

ケースが少なくない。こうした見えにくい困難の実態を

把握するためのアンケート等といった調査の必要性や、

包括的な相談支援体制のあり方について問う。 

ア 「困難な問題を抱える女性」の定義および市の現状認

識について 

イ 第５次男女共同参画プランにおける位置づけと支援の

方針について 

ウ 実態把握のためのアンケート及びヒアリング調査等の

実施可能性について 

エ 声をあげられない、または自ら困難を認識できない女

性への支援の在り方について 

オ 相談窓口の一つとして、よりそいサポートセンターの

役割及び可能性について 

カ 庁内連携や支援拠点（女性センター）の必要性及びカ

ルテなどの情報ネットワーク上の連携手法と今後の検討

について 
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通告番号２番 

 質問者１２番 近 藤 み ほ 

質 問 事 項 要      旨 

１ 国・県からの照会業

務などの急増について 

 

 

 

２ ヒートアイランド対

策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本市において、日常的に多くのメールや文書により、

国や県からの照会・調査や事務連絡を受け取っていると

思うが、その量は増加傾向にあるのか。そうした事務の

負担増の実態と改善策について問う。 

 

（１）近年、日本の夏は「蒸し暑さ熱帯級」とも報道され、

地球沸騰化の影響が懸念されている。温暖化対策は「一

人の千歩より、千人の一歩」が重要であるため、流山市

として取り組むべきヒートアイランド対策について、以

下を問う。 

ア 市政に関する一般質問を通じて推進してきた高断熱・

高気密住宅の普及について、市の取組の進捗はどのよう

な状況か。 

イ 本市は国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業

の１つである重点対策加速化事業に採択されている。市

の計画では太陽光発電設備や蓄電池の導入と建物の断熱

化が重要視されているが、取組を加速するためには地元

工務店の協力が不可欠と考えるがどうか。 

ウ 里山では、所有者による維持管理が困難な実態も想定

される。つくば市では森林バンク制度を設け、森林を所

有する人と森林を利用したい人とのマッチングなどを行

い、森林を維持管理・活用している。流山市でもこうし

た制度の導入を検討してはどうか。 

エ アスファルトの路面温度を下げる遮熱性舗装の可能性

と課題について問う。 

オ 市は「みどりの基本計画」に、森林や植栽などのグリ

ーンインフラの機能として、雨水の貯留・浸透による防

災・減災、水源涵養、植物の蒸散による気温上昇抑制と

いった効果を示しているにもかかわらず、具体的な事業

にはそうした機能の活用は落とし込まれていない。グリ

ーンチェーン戦略を掲げてきた流山市だからこそ、次期

計画改定に向けて各課が連携し、地球温暖化への対応策

を研究・事業化してはどうか。 
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３ 教員の働き方改革を

進めるため、組織全体

で効率を高める取組に

ついて 

 

 

 

 

 

 

４ 教員不足対策につい

て 

 

 

 

 

 

（１）真の働き方改革を進めるため、組織全体で効率を高め

る取組の進捗と今後の展開について、以下を問う。 

ア 管理職を対象としたマネジメント研修の成果と今後の

展開について問う。 

イ 組織全体で効率を高めるには、若手教員の育成が重要

だと考えるがどうか。 

ウ 教育委員会での経験を教員のキャリア形成に生かし、

その可能性を言語化・周知していく必要があると考える

がどうか。 

 

（１）特別免許状制度利用に向けた課題と今後について以下

を問う。 

ア 令和６年度において、幼稚園教諭免許状や保育士資格

を有し、こどもの保育・教育に豊富な経験を持つ人材を

対象とした小学校低学年での特別免許状制度利用の進捗

と課題について問う。 

イ 特別免許状の制度利用は令和４年度から提案してきた

が、利用実績が伸び悩む理由は何か問う。 

ウ 市教育委員会として、民間企業で教員免許を持つ人材

を対象に、期間限定で教員として従事できる仕組みを県

に提案してはどうか。教員不足の解消のみならず、学校

教育の質・多様性・包摂性の向上、さらには企業の人材

育成にも資すると考えるがどうか。 
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通告番号３番 

 質問者２７番 青 野   直 

質 問 事 項 要      旨 

１ 流山市手話言語の普

及の促進に関する条例

施行後の施策の推進に

ついて 

 

 

 

 

２ 第９期流山市高齢者

支援計画について 

 

 

 

 

 

 

３ 流山市内における幼

稚園・保育施設の現状

と今後の取組姿勢につ

いて 

 

４ 流山本町の公共交通

の充実について 

 

 

 

 

（１）「流山市手話言語の普及の促進に関する条例」が平成

３１年４月１日に施行されてから６年余が経過したが、

条例の周知、理解の促進を直接市民に働きかける流山市

民団体対象の出前講座等の実績について問う。 

（２）流山市が、病院・社会福祉施設・介護施設・学校・商

工会議所・自治会等の各種団体に積極的に情報提供を図

り、手話の普及促進に努めてはどうか。 

 

（１）本計画の策定にあたって、高齢者等の実態調査をはじ

め、市民への説明会、パブリックコメント等による多く

の市民の方々からの貴重な意見の提出や、福祉施策審議

会等の協力があったものと考える。本計画において、高

齢者の介護や医療、福祉、住まい等、誰もが住み慣れた

地域で自分らしく暮らすことができる地域共生社会の実

現に向けた当局の姿勢を問う。 

 

（１）未就学児人口が減少しはじめた流山市内における幼稚

園・保育施設の現状と課題は何か。そして今後の当局の

取組姿勢を問う。 

 

 

（１）当局では、流山本町の活性化に向けた１つの施策とし

て、白みりんミュージアムの整備を行った。今後のさら

なる流山本町の地域活性化のためには、グリーンスロー

モビリティ導入が重要と考える。地元自治会検討委員会

との取組姿勢と今後の日程等を問う。 
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通告番号４番 

 質問者１５番 野 村   誠 

質 問 事 項 要      旨 

１ 食品ロス削減につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 若者の居場所や子育

て支援拠点づくりにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国が掲げる「２０３０年度までに食品ロスを２０００

年度比で５０％削減」という目標達成には、市民・事業

者・団体が主体的に参画できる仕組みづくりが不可欠で

ある。食品ロス削減に向けた市民・事業者参画型の取組

強化としては、家庭向けの啓発活動や、事業者向けの食

品廃棄抑制策、食べ残し削減の啓発、ＩＣＴを活用した

食品提供のマッチングなどが挙げられる。市ではどのよ

うな取組を行なっていくのか、現状と今後の方針につい

て当局の見解を問う。 

 

（１）令和６年第４回定例会の市政に関する一般質問におい

て、「子どもにやさしい施策方針」の観点から、中高生

が気軽に立ち寄れ、安心して自由に過ごすことができる

居場所の早期設置を求めた。 

   当局からは「こども・若者意識調査で、勉強、読書、

パソコン等ができる、特に理由がなく過ごすことができ

る居場所が求められており、公共施設を活用した試行的

事業をＮＰＯ法人等に委託して実施できるよう調整して

いく」旨の答弁があった。 

   その後、令和７年９月より、十太夫福祉会館と南流山

福祉会館の市内２か所で「若者のための居場所」がオー

プンすることが市ホームページで公表された。 

   この事業は、若者の「居たい」「行きたい」「やって

みたい」を叶える場所であり、孤立防止や交流促進の観

点からも大変重要な施策であると考える。そこで以下４

点について当局の見解を問う。 

ア 令和７年３月に策定された流山市こども計画の基本目

標に関わるが、若者のための居場所を開設するに至った

経緯と、どのような目的・期待を込めているのか。 

イ 整備だけではなく、利用者への周知、特に中高生や大

学生など、普段広報ながれやまに触れる機会が少ない層

への周知が課題と考えるが、現在どのような広報手段を

計画しているのか。また、学校や地域団体との連携、Ｓ

ＮＳを活用した情報発信など、対象層に届く工夫をどの

ように図っていくのか。 

ウ 本事業の運営委託先のＮＰＯ法人が決定されたが、運

営にあたり、スタッフ体制や安全管理、利用ルールの設

定はどのようにされたのか。また、利用者の意見をどの

ように取り入れて運営改善を行っていくのか。 

エ 本事業の目的は、若者が安心して過ごせる居場所を提

供し、孤立を防ぐことであると考えるが、事業の効果を

どのように測定し検証していくのか。 
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３ 南流山駅前の活性化

に向けた支援ついて 

 

 

 

 

 

４ 本市の健康寿命を延

ばす施策と予防医療の

充実について 

 

（２）令和５年第３回定例会の市政に関する一般質問で、育

児の孤立化を防ぐための情報交換や相談する場所など、

居場所づくり等の支援体制について質問したところ、

「子育て中の親子が一層利用しやすいような公共施設や

空き教室等の身近な場所に設置し、いつでも気軽に交

流、相談ができる土曜日、日曜日も含めて開設する広場

型の地域子育て支援拠点を保育所以外の場所を活用して

設置できるよう検討を進めていく」旨の答弁があり、こ

うした考えに基づいた本市３か所目の地域子育て支援拠

点「ことこと」が令和７年９月９日に開設される。既に

開設している２か所の地域子育て支援拠点「てるてる」

「ぽっかぽか」の利用状況、課題について問う。 

 

（１）地域の自治会や有志により、令和７年６月１５日、５

年ぶりに南流山駅前フェスタが南流山駅南口広場で開催

され、地域の多くの市民が来場し大盛況であった。今

後、毎年継続して開催していくためにハード面、ソフト

面において市の支援が必要と考えるが当局の見解を問

う。 

 

（１）我が国では、２０４０年には約３人に１人が高齢者と

なるとの人口推計が公表されている。本市は若い世代の

転入が多い一方で、６５歳以上の高齢者人口も確実に増

加している。今後、要介護状態に至る方をいかに減らす

かが市の持続可能性に直結すると考える。しかしなが

ら、特定健診やがん検診の受診率は横ばい状態にある。

当局は健康寿命延伸に向けた現状と課題をどう認識し、

どのような対応を行っているのか。 

（２）健康づくり活動への参加について、市民の方からの

「分かっていても続かない」という声が多い現状を踏ま

え、参加の促進として行動変容を促す仕組みが必要と考

える。そこで「（仮称）流山版・健康ポイント制度」を

創設し、歩数計アプリや健診受診、地域活動参加でポイ

ントを付与し、市内商店街や公共施設で貯めたポイント

を利用できる仕組みの導入を検討してはどうか。 
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通告番号５番 

 質問者１９番 森 田 洋 一 

質 問 事 項 要      旨 

１ 猛暑の中で職務に従

事している職員や市民

の健康を守る取組につ

いて 

 

 

２ 市民の視点に立った

発想の業務改善につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 償却資産の申告に係

る固定資産税について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）暑さから職員や市民の健康を守るために取り組んでき

た施策について、良かった点、課題と反省を総括すると

ともに、国や県の動向に左右されやすい内容と、自治体

独自で取り組むことのできる内容を整理して、次年度の

対策に役立てるべきと考えるがどうか。 

 

（１）行政機関、病院、金融機関をはじめ様々な組織におい

て、身分証明書の提示、書類記入、窓口のたらいまわ

し、マニュアルどおりの対応といった、手続が長時間か

かってしまう要因が多く見られ、その結果、来訪者が不

満を抱くこともある。嫌なものは嫌だ、そもそも面倒で

ある、他に方法がある、といった発想も大切で、ルール

に惑わされてはいけないと感じる。従って、本市が業務

改善に臨む際は、既存のルール等にとらわれずに、市民

の視点に立ち、手続が長時間かかる要因を改善すること

が重要と考えるがどうか。 

 

（１）令和７年４月に、資産税課内に償却資産係が新設さ

れ、半年が経とうとしている。そこで、以下の点につい

て問う。 

ア 設置の目的並びに現状の成果及び課題は何か。 

イ 係の新設後、課内の業務の遂行、人員配置などにどの

ような変化があったのか。 

ウ 未申告調査や申告義務の周知など、償却資産の未申告

対応を積極的に実施している他自治体の取組を把握し、

本市の取組に反映すべきと思うがどうか。 

エ 令和８年度予算を編成するにあたり、組織改編後の効

果として、歳入の増加をどの程度見込んでいるのか。令

和７年度の収入見込額と過去３年度分の収入額を比較し

て分析し、令和８年度の予算編成に臨むべきではないの

か。 

オ 償却資産の申告漏れを防ぎ、自治体の税収確保をより

確実にすることが重要である中で、本市では、新川耕地

周辺の物流施設におけるテナントの稼働や、市内全域に

渡る新築の共同住宅の所有者に対する申告義務の徹底に

よる、償却資産に係る固定資産税の伸びしろは高いと考

えるがどうか。 
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４ 観光ガイドを実施し

て見えてきた諸課題に

ついて 

 

（１）人気の観光施設の集客要因やチケット販売の方法を調

査して、最新の情報を把握することは、旅行代理店や宿

泊施設では重要である。商品知識や時代のトレンドを見

逃すことによる、ビジネスチャンスの喪失は時には致命

傷になり得る。遊び心から、新しい発想が生まれること

もある。行政においても、観光の分野では、柔軟な発想

で業務に臨むべきと考えるがどうか。 

（２）スマートフォン等で目的地への行き方を調べ、近距離

で短時間の移動と示されていても、電車と路線バスなど

の公共交通機関を利用すると、乗換や待ち時間により実

際はもっと時間がかかることもある。公共交通機関の利

用を避けるため、タクシーを利用しようとしても、タク

シー乗り場にタクシーがいないといったこともある。こ

うしたことは、実際経験しないと実感が湧かないため、

本市においても、こういった実態を把握して、観光冊子

等に掲載された情報を机上の空論にならないようにすべ

きと考えるがどうか。 

（３）観光ガイドブックに予約なしで入れる施設だと書いて

あれば、いつでも自由に入れるというイメージを持つの

は当然である。しかし、予約なしで入れるのは一部で、

あとは全て予約制となっている場合や、ＳＮＳで流行し

て有名になった場合には、顧客が集中して混雑し、トラ

ブルを引き起こすこともあり得る。例として、飲食店等

において客席が空いた際に、受付で連絡待ちに登録した

方に優先して電話連絡する仕組みの場合、席が埋まるま

で多少の時間が必要であり、その結果、なぜ今ここに空

いている席があるのにすぐに入れないのかという不満を

増大させることになる。こういったトラブルを避けるに

は、現場での適切な誘導とマネージャーの逃げない姿

勢、観光ガイドブックの内容を見直すように提言するな

ど、真のサービス精神が問われる。こういったことは、

実際に経験してみないとわからないことが多いため、行

政としては観光冊子の情報整理をはじめ、実際の運用状

況や顧客の声をあらゆる方法で収集し、時には現場に足

を運び体感するといったことも重要と考えるがどうか。 
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通告番号６番 

 質問者６番 川 本 大 岳 

質 問 事 項 要      旨 

１ ミニバスケットボー

ルのルール変更につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別支援学級生徒の

進路指導について 

 

 

 

 

 

 

（１）ミニバスケットボールのルール変更が検討されてお

り、２０２６年３月に開催される企業主催の全国大会で

は、変更後のルールが採用される予定である。主な変更

点は、①リングの高さを大人と同じ３０５ｃｍに変更す

ること、②使用ボールを５号球から６号球へ移行するこ

と、③スリーポイントラインを導入すること、の３点で

ある。市内にあるミニバスケットボールチームの試合や

練習環境への対応、及び小学校体育館の施設整備につい

て、あらかじめ準備を進めておく必要があると考え、以

下の３点について問う。 

ア 当局では、ミニバスケットボールのルール変更につい

てどのような情報を把握しているのか。 

イ 市内のミニバスケットボールチームについて、チーム

数や練習場所となっている小学校を把握することは、今

後のルール変更に伴う施設整備を検討する上で必要と考

えるがどうか。 

ウ 今後のルール変更に備え、市内小学校に設置されてい

るバスケットリングの数を把握しておく必要があると考

えるがどうか。 

 

（１）令和７年８月２２日、南流山中学校において市内中学

校の特別支援学級を対象とした合同進路説明会が開催さ

れた。特別支援学級を卒業する生徒とその保護者にとっ

て、進路選択にあたり、このような説明会は極めて重要

であると考える。そこで、以下の点について問う。 

ア 本説明会の開催内容はどのようなものであったのか。 

イ 市教育委員会として、この説明会をどのように捉えて

いるのか。 
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３ 流山市公式ホームペ

ージのリニューアルに

ついて 

 

 

 

 

４ 南流山駅前のまちづ

くりについて 

 

（１）流山市公式ホームページは、令和９年１０月リニュー

アルの予定で検討が進められている。そこで以下につい

て問う。 

ア どのようなリニューアルを行うのか。 

イ ホームページのリニューアルに向けて、どのような取

組を行っているのか。 

 

（１）南流山駅前広場改修基本計画作成業務委託について、

指名競争入札によって令和７年７月１８日に委託業者が

決定し、基本計画作成がいよいよ本格的に検討していく

段階に入ったものと認識している。令和７年第２回定例

会では、「交通量調査の結果を分析し、整備課題抽出及

び整備方針を検討した上で、駅前広場の再整備案を作成

する」、「交通機能と滞在機能のバランスを取りなが

ら、人が立ち寄りたくなるような広場空間の整備を目指

し、方向性を明確にする」といった答弁があった。また

市民のみなさまからお声をいただくことについては、

「説明会の中で市民や地権者のみなさまから広くご意見

を伺う」といった答弁であったが、「市民のみなさまか

らお声をいただくのは、課題抽出のタイミングこそが最

適な時期であり、前倒しにいろんな手法を検討していた

だきたい」ということを指摘・要望として申し上げた。

こうした令和７年第２回定例会の市政に関する一般質問

での内容を踏まえて、以下について問う。 

ア 南流山駅前広場改修基本計画業務委託について 

イ ご意見を伺うことについて 

 



 

12 

通告番号７番 

 質問者９番 渡 辺 仁 二 

質 問 事 項 要      旨 

１ 住み続ける価値の高

いまちづくりに向けた

取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和６年第１回定例会の市政に関する一般質問におい

て、流山市内の住宅地に関し、狭小住宅を規制するた

め、市内全域で最低敷地面積を定めるべきと提案した。

しかし、当局は、地域の状況に応じて地区計画により最

低敷地面積を定めているという答弁にとどまった。あれ

から１年半が経過したが、依然として流山市全域で住宅

需要は高く、これは「住み続ける価値の高いまちづく

り」を目指して良質な住環境づくりを進めてきた成果で

あり、高く評価すべきと考える。しかし一方で、住宅需

要が高まっているからこそ、地区計画が定められていな

い場所では、狭小住宅を建築して利益を得ようとする開

発も目立ってきている。市全体として住環境の価値を損

なわないためにも、最低敷地面積の制限を市内全域に設

けるべきではないか、改めて問う。 

（２）開発行為に該当しない住宅を建築する際、既存のゴミ

集積所を利用しながらも、集積所を管理する自治会に加

入せずトラブルとなるケースが多発している。そこで、

市は不動産関連団体と協定を結び、売買契約時はもちろ

ん、賃貸借契約時の重要事項説明書にも、自治会加入促

進や集積所管理体制に関する説明を加えるよう働きかけ

るべきと考えるが、当局の見解を伺う。 
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２ 市民に寄り添った暑

さ対策について 

 

 

（１）近年、夏の気温上昇が続き、気温３５度を超える猛暑

日も多くなり、熱中症対策は喫緊の課題である。電気代

や物価の高騰により、エアコンの使用を控える声も少な

くない。 

ア 流山市では、市役所の本庁舎や福祉会館などをクーリ

ングシェルターとして開放している。しかし、開放時受

け入れ可能であると見込まれる人数の少なさから、対策

は十分でないと感じる。現在開設されているクーリング

シェルターの利用状況について問う。 

イ より身近な自治会館をクーリングシェルターとして開

放してもらえるよう、自治会に協力要請してはどうか。

夏休み期間にはこどもたちの学習の場としても活用でき

るのではないか。開放にあたっては自治会の協力が不可

欠であるため、実施する場合には協力いただいた自治会

に対し、補助金を交付する仕組みを設けてはどうか。 

（２）熱中症警戒アラートが発表されると、市内全体で「日

中の外出を控えるように」との呼びかけがされる一方

で、商店街や流山本町など飲食店が集まる地域では、日

中営業している商店は来客が減少し、経済的に厳しい状

況にあると聞いている。商業の活性化策として「ドライ

型ミスト発生装置」を各所に設置し、涼みながら買い物

や食事ができるようにしてはどうか。 
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通告番号８番 

質問者１８番 笠 原 久 恵 

質 問 事 項 要      旨 

１ 在宅療養における多

職種連携のためのカナ

ミックについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 消防行政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和７年７月１１日に初石公民館で本市主催の介護と

医療をつむぐ会が行われた。在宅療養における多職種連

携のための情報共有システムであるカナミックについ

て、現状や今後について問う。 

ア カナミック導入１１年目に入るが、現在の登録件数と

過去３年間の登録件数は、どのように推移しているの

か。 

イ 介護と医療をつむぐ会で、カナミックの画面を示し説

明を行っていたが、反響などアンケート結果はどのよう

なものだったのか。 

ウ 事業者がカナミックを利用しない理由をどう捉えてい

るのか。また、カナミックへの登録後、活用についての

課題はどうか。 

エ モデルケースによる体験会なども必要だと考えるがど

うか。また、カナミックを利用するための登録の支援を

行ってはどうか。 

 

（１）消防法による立入検査について問う。 

ア 年間の立入検査の件数は、何件か。 

イ 東部地区で立入検査を受けずに約５０年間の営業を続

けていた工場が危険物を屋外に放置していた件につい

て、当局の見解はどうか。 

ウ 他の工場など、危険物を扱う事業者への立入検査の状

況はどのようになっているのか。 

（２）令和７年８月１６日に前ケ崎で発生した火災について

問う。 

ア 本件の火災に対して出動した消防署および消防団はど

こか。 

イ 消火活動において瓦礫の撤去に時間が費やされた。地

元建設業などとの連携はどのようになっているのか。 
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３ 小中学校体育館の断

熱対策について 

 

 

 

 

 

４ 雑草対策について 

 

 

 

 

（３）消防士、消防団員の暑さ対策について問う。 

ア 消防士の消火活動中の暑さ対策はどのように行われて

いるのか。また、消火活動以外時における熱中症対策は

どのように行われているのか。 

イ 消防団員の消火活動中の暑さ対策はどのように行われ

ているのか。 

 

（１）令和５年第３回定例会の市政に関する一般質問で取り

上げた小中学校の体育館の断熱について、「今後は、体

育館の大規模改修に併せて断熱性能を向上させるよう検

討してまいります」との答弁であった。担当課に対して

も二重サッシの提案などもしたが、その後の検討状況に

ついて問う。 

 

（１）雑草対策について問う。 

ア 現在の公園や歩道、街路樹の雑草対策はどのように行

われているのか。 

イ 防草砂による雑草対策を検討してはどうか。 

ウ 防草砂で対策をした場合、造園業の方々への影響はど

うか。 

エ 防草砂で対策をした後、数年後に新しい防草砂と交換

する必要があるが、その場合、古い防草砂の処理はどの

ように行われるのか。 
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通告番号９番 

質問者２０番 阿 部 治 正 

質 問 事 項 要      旨 

１ 「住み続ける価値の

高いまち」を実現させ

るまちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 野々下・古間木地区

の「農地の一時転用許

可」を受けた土地にお

ける造成工事について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）流山市は「住み続ける価値の高いまち」を市政の重要

な指針として掲げている。この指針は、都市の利便性を

充実させるとともに、豊かな自然環境を守り市民の生活

に潤いや健康や安全をもたらすことによって実現される

ものと理解している。そこで以下の点を問う。 

ア 流山市の野々下・古間木地域の「流山市都市計画マス

タープラン」上の位置付けと、それに基づくまちづくり

の取組について 

イ 野々下・古間木地域における「流山市みどりの基本計

画」上の「保全配慮地区」としての施策と配慮について 

ウ 流山セントラルパーク駅・流山市総合運動公園に隣接

する野々下・古間木地区の潜在的な地域資源としての評

価について 

 

（１）流山市みどりの基本計画で保全配慮地区に指定されて

いる野々下・古間木地区において、農地法に基づく「農

地の一時転用許可」を受けた土地で、農地改良を名目と

した盛土・埋立等の造成工事が行われている。この工事

について市民の間では様々な不安の声が上がっており、

以下の点を問う。 

ア 盛土の安全性（斜面崩壊・農業用水への影響）につい

て 

イ 一時転用後の原状回復の実効性について 

ウ 景観や市民利用への影響について 

エ 希少生物への影響について 
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（２）芝生圃場整備を名目とする造成工事の妥当性などにつ

いて行政の認識を問う。 

ア 同種事業者において芝生栽培の実績が確認されていな

い事例との整合性について 

イ 芝生需要の減少傾向を踏まえた事業目的の妥当性につ

いて 

ウ 近隣自治体で報告された水質汚染事例への認識につい

て 

エ 盛土材の性状・搬入経路の確認について 

（３）事業全体の適否に関わる行政の判断などについて以下

の点を問う。 

ア 農地法に基づく「農地の一時転用許可」の申請があっ

た場合、「流山市都市計画マスタープラン」「流山市み

どりの基本計画」「生物多様性ながれやま戦略」等との

関連が伺えるケースについては、農業振興課、農業委員

会、都市計画課、みどりの課、環境政策課等の連携によ

る検討や調査を行う必要があると思うがどうか。 

イ 「農地の一時転用許可」を受けた土地で造成工事など

が行われ、その目的と実態との乖離が見られた場合の市

の対応について 

ウ 他自治体での宅地化・資材置場化の事例を踏まえた監

視・規制の必要性について 
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通告番号１０番 

 質問者１番 小 沢 えみり 

質 問 事 項 要      旨 

１ こどもの休暇制度に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ こどもの多様な居場

所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）こどもが学校以外の場所で学びを得ることは、学校で

は体験できない学びを深めるとともに、地域社会や自

然、文化への理解を育み、親子関係の向上にもつながる

など多様な効果が期待される。本市では、令和７年４月

から「こどもの休暇制度」が導入されたところである

が、その状況について以下を問う。 

ア 本市で実施している「こどもの休暇制度」と、他自治

体で実施されている「ラーケーション」と何が違うの

か。 

イ 本制度について、こどもや保護者からどのような声が

寄せられているのか。 

ウ 本制度の夏季休業前までの取得状況について 

 

（１）現在、夏休み期間や放課後のこどもの居場所について

は、保護者の働き方やこどもの学年によって選択肢が分

かれている。保護者の働き方は多様化しており、「学童

クラブに預けるほどではないが、短時間または夏休み期

間中だけこどもを預けたい」というニーズが高まってい

る。そのような家庭にとっては、長期休暇中のこどもの

居場所が十分に確保されていないのが現状である。 そこ

で以下３点を問う。 

ア かつて実施されていた「夏休み子ども教室」を今後復

活させる予定はないのか。 

イ 学童クラブには預けられないが預け先を必要とする家

庭のニーズを、市としてどの程度把握しているのか。 

ウ 多様化する家庭の働き方を踏まえ、夏休み期間や放課

後における「短時間」「単発利用」など柔軟な居場所づ

くりを、市としてどのように考えているのか。 
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３ 企業版ふるさと納税

について 

 

 

 

 

 

（１）企業が自治体の事業に寄附を行った場合、最大約９割

が法人関係税から控除される「企業版ふるさと納税」

は、内閣府が推進する制度であり、企業・自治体等にと

ってもメリットが大きい仕組みである。これまで市内企

業から多くの寄附があったが、企業版ふるさと納税は流

山市外に本社がある企業が対象となるため、人口増加を

続ける流山市の強みを発信することにより、企業からの

寄附を積極的に募るべきと考える。そこで、制度の実施

状況や課題を踏まえ、以下を問う。 

ア 現時点における企業版ふるさと納税を行った企業数及

び寄附額はどの程度か。 

イ 企業からは窓口が分かりにくいとの声が上がってい

る。そこで、事業者申請から寄附完了までの企業版ふる

さと納税の窓口を一元化すべきと考えるがどうか。ま

た、現在も寄附の対象となっている事業が市ホームペー

ジに掲載されているが、企業が寄附しやすいように、さ

らに詳細な使途を示してはどうか。 

ウ 市外企業に対し、本市の人口増加という強みを活かし

て制度のメリットを積極的にアピールすべきではない

か。 
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通告番号１１番 

 質問者７番 桑 畑 伴 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 乳幼児健診の拡充に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 若者の薬物乱用防止

の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和５年１２月、国は「こども未来戦略方針」におい

て加速化プランを盛り込み、少子化対策の柱として乳幼

児健診の充実と推進を特に重要な施策の１つとして位置

づけた。これは、全てのこどもが健やかに育つための基

盤整備であり、自治体における健診体制の強化を強く求

めるものである。この方針には、妊娠・出産・育児の各

段階において切れ目のない支援を提供することが明記さ

れており、特に乳幼児期の健診を通じた早期発見・早期

支援の重要性が強調されている。本市においても、子育

て支援の充実を掲げる中で、現行の３か月健診、１歳６

か月健診、３歳児健診に加え、１か月健診や５歳児健診

を導入・拡充するべきと考えるが当局の見解を問う。 

 

（１）近年、若年層を中心とした市販薬や処方薬の過剰摂

取、いわゆるオーバードーズが社会的な問題となってい

る。精神的な不安や孤独感などから鎮痛剤や咳止めなど

を大量に服用し、一時的な高揚感や鎮静効果を得ようと

する行為は、健康被害のみならず命にかかわる危険もあ

る。また小学生、中学生、高校生は心身共に急速に発達

する時期でもあるため、この時期に、薬物を乱用すると

脳や身体の成長などに大きく影響することが考えられ

る。そこで以下３点について当局の見解を問う。 

ア 小中学校での市販薬のオーバードーズなどを含む薬物

乱用防止教育の取組が大事であると考えるがどうか。ま

た、薬物乱用防止教育は、どのように実施しているの

か。予防啓発の具体的な取組について当局の見解を問

う。 

イ 薬物乱用の未然防止には、家庭での見守りも重要であ

ると考えるため、保護者に対しても啓発活動を行うこと

が重要であると考えるが当局の見解を問う。 

ウ 若年層の間で、市販薬や処方薬の過剰摂取がＳＮＳ等

を通じて広がっている。本市では、若年層の人口が増加

しており、こうしたリスクへの予防的な対応が重要と考

えるがどうか。併せて、若年層を対象とした薬物乱用防

止の啓発活動はどのようになされているのか。 
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３ 全ての市民が投票し

やすい環境整備につい

て 

 

 

 

（１）本市において、全ての有権者が投票に参加しやすい環

境を整備することは、民主主義の根幹を支えるために重

要な課題であると考える。そして、誰でも平等な権利を

行使するためには、特に障がいのある方、高齢者など多

様な市民が安心して投票できる仕組みづくりが求められ

ている。それらを含め以下５点について当局の見解を問

う。 

ア 令和７年７月２０日執行の参議院議員通常選挙におけ

る、代理投票、点字投票、郵便等による不在者投票の実

績を問う。併せて、当該選挙に際し投票所の変更があっ

たが、その変更の理由及び市民への周知方法について問

う。 

イ 投票支援カードやコミュニケーションボードが本市で

も導入されているが、令和６年１０月２７日執行の衆議

院議員総選挙や令和７年７月２０日執行の参議院議員通

常選挙において、利用状況と周知はどのようにされたの

か。 

ウ 車いすで投票所に入場する選挙人が「候補者氏名等掲

示」や「名簿届出政党名称及び名簿登録者氏名掲示」を

確認する際、見やすい高さに掲示することについて、現

状の課題と対応について問う。 

エ 投票所内での待ち時間緩和策の検討や、リラックスで

きる雰囲気づくりのため、ＢＧＭの導入をしてはどう

か。 

オ 平成２８年の公職選挙法の一部改正により、投票所に

同伴できるこどもが幼児から１８歳未満に拡大された。

期日前投票所や投票日当日の各投票所において、こども

に向けた来場記念として「紙風船」をプレゼントし大変

喜ばれていた。紙風船の他にも選択できるようにボール

ペンや来場記念カードなど工夫してはどうか。 
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通告番号１２番 

 質問者２６番 おだぎり たかし 

質 問 事 項 要      旨 

１ 中部地域のまちづく

りについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政組織の充実・強

化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 公共施設の維持管理

について 

（１）西初石４丁目の空き家対策について 

（２）流山おおたかの森駅周辺センター地区の西及び南地区

における道路を再整備する流山おおたかの森駅周辺まち

なみづくり事業、いわゆる「いざきロード」については

どのような事業内容になっているのか。また不要不急の

事業であることに加え、２期工事の着手により、更なる

渋滞の悪化、バスの遅延、沿道商業施設や住環境等への

影響が強く懸念されることから、直ちに中止し、ムダ使

いをやめるべきだがどうか。 

 

（１）子ども家庭課虐待・ＤＶ防止対策室や教育委員会指導

課いじめ防止相談対策室と教育研究企画室、まちづくり

推進課交通計画推進室などは課に昇格し、人員体制や人

材育成等を図るべきと考えるがどうか。 

（２）防災危機管理課について、国の「防災庁設置準備アド

バイザー会議報告書」等を土台に、「令和６年能登半島

地震を踏まえた有効な新技術～自治体等活用促進カタロ

グ～」等、最新の取組を積極的に活かせるよう人員体制

を増員するとともに、組織強化を図るべきと考えるがど

うか。 

 

（１）学校及び市営住宅を除く公共施設の令和６年建物劣化

度調査はどのような内容で行われ、総合評価ランクを含

めどのような結果となったのか。その結果に基づく長寿

命化の取り組みについて、予算化や今後３年間の実施計

画等どのように反映されているのか。 

（２）令和５年度、及び令和７年度にも同様の調査が実施さ

れているが、結果の推移と長寿命化に向けた予算化等は

どのように反映されているのか。また調査の効果や課題

を現時点でどのように捉えているのか。 

（３）学校及び市営住宅の劣化度及び計画的な長寿命化の取

り組みはどうなっているのか。 
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通告番号１３番 

質問者８番 乾   え り 

質 問 事 項 要      旨 

１ 多様性を尊重する社

会の推進について 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平和施策について 

 

 

 

 

 

 

３ 教育行政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 買い物弱者対策につ

いて 

 

（１）本市は流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条

例を制定しているが、２０２５年７月に行われた参議院

議員通常選挙では、外国人差別を助長しかねない言説が

ふりまかれる一方、７月２４日、全国知事会において

「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指

す」とした青森宣言が採択された。本市が推進する多様

性を尊重する社会とはどのようなものか市長の見解を問

う。 

 

（１）被爆８０周年の今年、本市は「原爆の図」の展示や小

学生の平和大使の派遣などを行った。平和大使の感想

や、広島市・長崎市の平和記念式典を通じて、国に対し

核抑止論から抜け出し、今こそ核兵器禁止条約へ参加す

ることを呼びかけるべきと考えるがどうか、市長の見解

を問う。 

 

（１）不登校政策について 

ア 令和７年第２回定例会の市政に関する一般質問で、学

校そのものの在り方についての質問に対し、「教員もこ

どもたちもみんながみんなつらいとかという状況ではな

く、概ね元気よく明るく生活している」との答弁があっ

たが、この一言で解決できると考えているのか。一人ひ

とりのこどもに寄り添える学校づくりについて問う。 

イ フリースクール通学者への助成制度を創設すべきと考

えるがどうか。 

ウ こどもの不登校で親が介護休業を取得できる制度の周

知徹底をすべきと思うがどうか。 

 

（１）流山市では、令和３年度より、株式会社カスミと協定を

締結し、移動販売車が巡回しているが、これまでの実績は

どうなっているか。また５年間の協定とのことだが、今後

の見通しについて問う。 
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通告番号１４番 

 質問者１１番 高 橋 あきら 

質 問 事 項 要      旨 

１ 公共事業の品質確保

について 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水道・下水道事業に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 気候危機対策につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「改正建設業法（２０２４年６月）」や「改正下請法

（２０２５年５月）」が成立し、公共工事の現場労働者

に、しっかり賃金を確保しようとの流れが強まってい

る。本市における公共工事について、国の取組を多いに

生かし率先すべきであり、公共サービスの品質を確保す

るためには、労働者の賃金確保・処遇改善が待ったなし

と考えるが、どのように捉えているのか当局の見解を問

う。 

 

（１）埼玉県八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故

について、下水道事業の広域化と独立採算を推進してき

た国の責任が大きいと捉えているが、事故の原因と教訓

について問う。 

（２）内閣府は２０２３年６月に「ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクシ

ョンプラン」を決定した。民間の利益追求による安全の

ためのコスト削減や、自治体における技術継承が困難に

なり、情報開示の後退による監視機能の低下等の問題点

があると考えるが、本市はどのように捉え、対応するの

か。 

（３）東部地域では、下水道に接続する上で「経済的に負担

ができない」との声が寄せられている。また、上水道の

接続を希望してもなかなか実現していない。上下水道の

接続について問う。 

 

（１）猛暑が続く下で「米が７割から８割しか収穫できない

のではないか」、「野菜の作付けが大変だ」との声が聞

こえるが、異常気象による市内農産物の影響と対策につ

いて問う。 

（２）２０２５年６月から低所得世帯の省エネエアコンへの

買い替え費用、または新規購入費用が引き上げられた。

賃貸アパートに住居し、自分で購入・設置していない場

合は対象外となっていることについて再検討すべきでは

ないか。 
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４ ジェンター平等の推

進について 

 

 

 

 

（１）国土交通省は、便器の数や個室滞在時間等を考慮し、

女性トイレについて設置数基準の見直しや、仮設トイレ

設置者への緊急呼び掛け等を行った。流山花火大会など

市内イベント開催時における仮設トイレ設置について問

う。 
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通告番号１５番 

 質問者１７番 植 田 和 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 生活保護行政につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

２ 清潔で安全・快適な

生活環境の確保策につ

いて 

 

 

 

 

３ 教育行政について 

 

 

 

 

（１）生活保護基準の大幅な引き下げは日本国憲法第２５条

の生存権に反するとして、全国の利用者が国と自治体を

訴えた「いのちのとりで裁判」の上告審判決において、

最高裁判所は２０２５年６月２７日、生活保護基準引き

下げを「違法」とする初の統一判断を示した。２０１４

年から、全国２９都道府県で１０００人超が闘う中での

画期的判決だが、このことについて、市長の見解を問

う。 

 

（１）本市は「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにす

る条例」を制定しているが、市民や事業者にどれくらい

浸透していると認識しているか。 

（２）路上喫煙防止重点区域である江戸川台駅周辺並びに運

河駅東口周辺の現状は把握しているか。 

（３）犬のふん放置対策について問う。 

 

（１）学校の部活動における熱中症対策について問う。 

（２）就学援助制度の充実について問う。 
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通告番号１６番 

 質問者２番 鈴木 ゆうすけ 

質 問 事 項 要      旨 

１ 行財政改革審議会を

経て策定された新たな

３計画について、また

行財政改革審議会のあ

り方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和７年度からを新たな策定計画期間とする３計画

「流山市経営改革プラン」「情報化推進計画」「定員適

正化計画」策定のため行財政改革審議会が設置され、令

和６年１月２９日付けで、市長から同審議会へ諮問が行

われた。これら審議や答申を受け策定された計画につい

て、また審議会のあり方について以下を問う。 

ア 審議会内で委員から具体的な課題や改善案について発

言があったものの、多くの委員がそれぞれ意見を述べて

いく会議の流れや会議時間の都合などから、計画への反

映可否の回答などが無いままに流れてしまう議論なども

あった。そこで、委員から市の現状への課題感や、改善

策の反映などについてより一層議論を深めたり、丁寧な

フィードバックが必要と考えられるがどうか。また採用

されていない審議会内の意見については今後検討などさ

れていくのか。 

イ 審議会の開催が計画策定の約１年前であり、行財政改

革審議会でそれぞれの３計画の審議に費やされた時間は

約２時間の会を３回で合計６時間ほどであった。諮問さ

れる３計画の重要性などに鑑み、審議委員・職員双方無

理のない範囲で会議の総時間数を増やすような工夫が必

要と思われるがどうか。 

  また前計画のフィードバックに更に時間をかける必要

性や、現行計画伴走型の審議会を継続する必要性につい

てどのように考えるか。 
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２ 教育委員会のいじめ

対策と、市長部局側の

いじめ対応体制の構築

について 

 

 

（１）流山市のいじめ対策・対応について。また、今後の市

長部局側のいじめ対応のあり方、教育委員会との連携な

どについて以下を問う。 

ア 教育委員会では、いじめ防止授業の更なる充実に向け

てどのような取り組みを行なっているか。またそのため

に認知されているいじめの類型化、分析は行われている

のか。 

イ こども家庭庁では「地域におけるいじめ防止対策の体

制構築の推進事業」にて、「学校外からのアプローチに

よるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実

証」を進めている。流山市においても、こどもまんなか

社会実現のため市長部局がいじめ問題に取り組むのは非

常に意義が大きいことであり、学校・教育委員会だけに

対応を委ねるのではなく、市全体で取り組むべきと考え

るがどうか。またこれに関連する機構改革など体制構築

の必要性と課題について問う。 
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通告番号１７番 

 質問者３番 う た 桜 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 生物多様性を尊重し

たまちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生物多様性ながれやま戦略（第二期）によると、古間

木地区（芝崎小鳥の森、野々下水辺公園周辺、総合運動

公園周辺）と宮園地区（みやぞの野鳥の池、坂川、熊野

神社周辺の森、にしひらい水鳥の池）が重点地区・拠点

に設定されている。そこで以下を問う。 

ア みやぞの野鳥の池は、以前見られなかったカワセミも

観察されるようになったそうだが、工夫した点は何か。

また、芝崎に造られる新しい調整池も同じような自然工

法を採用する予定はあるか。 

イ 坂川近くの思井から芝崎にかけて、地盤が緩く、南流

山名都借線の雨水管工事がストップしていると仄聞して

いるが、進捗状況はどうか。 

ウ 野々下・古間木一帯の低地は谷津地形といわれ、それ

を取り囲む斜面林の地中に貯留された雨水が湧き出る場

所である。専門家によると、埋立てや盛土により湧水の

出口が塞がれると、斜面林側で倒木・落枝・斜面崩壊の

恐れや、また周辺地区や下流域で浸水被害・道路冠水な

ど都市型水害をもたらす恐れがあるようだが、当局の見

解はどうか。 

（２）野田市には、官民連携によって設立された「こうのと

りの里」がある。コウノトリの野生復帰を目指し、自然

環境の保全と生物多様性の向上を目的として、野田市が

中心となり、「コウノトリと共生する地域づくり推進協

議会」を設立し、行政、地域住民、ＮＰＯ法人、企業な

どが協力した取組である。更に、生物多様性の一環とし

て、無農薬の水田が市民農園で運営されており、地域住

民が米作りに参加している。そこで以下を問う。 

ア 流山市では、「ふるまぎ里山ミュージアムを実現させ

る会」という市民団体が発足し、こうのとりの里のよう

に生物多様性を楽しみながら地域の人が共存できるよう

な構想がある。生物多様性戦略に重点地区として設定さ

れているこの地域を維持するにあたり、この構想にどの

ような見解があるか。 
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２ ポストコロナ時代に

おけるコロナ時代の検

証と今後の見通しにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子宮頸がんワクチン

について 

 

（１）２０２０年のコロナ騒動から５年半が経ち、私は次の

ポストコロナのステージとして、コロナをきっかけに衰

退してしまった伝統的な行事や人と人とが繋がりを取り

戻せる場づくりなどの活動に力を入れているところであ

る。そのような中、令和７年第２回定例会において、補

正予算で約１億円の予算が新型コロナウイルスワクチン

に充てられた。ポストコロナの時代になり、特例承認が

既に終了したワクチンを市民の税金を使って接種するの

であれば、それなりの検証が必要と考える。そこで以下

を問う。 

ア 補正予算で新型コロナウイルスワクチンに１億円使う

に至った根拠は何か。 

イ 全額自己負担の場合と、市の補助を使った場合の個人

が負担する金額はそれぞれいくらか。 

ウ ２０２４年４月以降、新型コロナウイルスワクチンの

データ管理が国から各自治体に移行したことで、市民団

体を中心に流山市や近隣市でも開示請求が行われてお

り、市民や一般の統計学の専門家が無償でデータを解

析・検証していると仄聞しているが、現時点で流山市予

防接種健康被害調査委員会のメンバーに、データを検証

するための統計学の専門家はいないのか。 

 

（１）子宮頸がんワクチンに関して以下を問う。 

ア 全国での子宮頸がんワクチンの健康被害の状況は把握

しているか。 

イ 流山市で子宮頸がんワクチンによる健康被害は出てい

るか。 

ウ 現在健康被害の裁判が行われているという事実は認識

しているか。 

エ 流山市では、男性への子宮頸がんワクチン補助は検討

しているか。 
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 通告番号１８番 

 質問者２３番 藤 井 俊 行 

質 問 事 項 要      旨 

１ マンション街の灯り

対策について 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生活道路の安全対策

について 

 

 

 

 

３ こどもの居場所につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 太陽光発電パネルの

リサイクルについて 

（１）おおたかの森センター地区において、マンションの高

い外壁によって月明かりが遮られている。まちづくりの

観点からどのように考え対応していくのか、当局の見解

を問う。 

ア 建設時の建物完成後の民地内の街灯設備について事前

協議では、どのような協議を行っているのか問う。 

イ 完成後の設備に明るさ不足があった場合の対応はどの

ように考えているのか問う。 

 

（１）西初石１丁目地先の住宅地において、生活道路にもか

かわらず大型車両が通行して道路の破損が目立ってい

る。大型車両の通行規制はどのようになっているのか。

また、道路補修はどのように対応しているのか、当局の

見解を問う。 

 

（１）放課後や長期休みの間のこどもの居場所について当局

の見解を問う。 

ア 千葉市では、学童クラブにあたる子どもルームに加

え、放課後子ども教室や、子どもルームと放課後子ども

教室を一体的に運営するアフタースクールの取組を行

い、希望する全ての児童に安全・安心な居場所と多様な

体験・活動の機会を提供している。先進的な他市の取組

について本市の見解を問う。 

イ 中高生の居場所が本市では不足していると感じてい

る。今年度から中学生、高校生、大学生などの若者が気

軽に過ごせる居場所づくりが開始されるが、当局の見解

を改めて問う。 

 

（１）全国的に太陽光発電が推進されているが、使用済み太

陽光パネルのリサイクルに対する補助事業は少ないと思

う。こうしたリサイクルの取組について当局の見解を問

う。 
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通告番号１９番 

 質問者２２番 楠 山 栄 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 地域の文化財の保存

と有効活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 終活情報登録制度の

導入について 

（１）松ヶ丘の野馬土手を中心とした保存と有効活用につい

て 

ア 本市の歴史遺産である「松ヶ丘の野馬土手」の現状と

課題について問う。市内の野馬土手は年々減少している

が、その現状と減少の要因は何か。 

イ 令和６年第３回定例会の市政に関する一般質問におい

て、流山市、柏市、千葉県を含めた３者により文化財的

な価値を高める協議を進めるというご答弁をいただい

た。３者協議のその後の進展状況はどうか。また、指定

文化財に向けた協議はどうか。 

（２）東葛地域の野馬文化の継承について 

ア 南柏の野馬土手を中心に、水戸街道・旧日光街道・柏

第二小学校周辺に広がる江戸時代後期の歴史について、

当局はその価値をどのように認識しているのか。 

イ 柏市と流山市それぞれの文化財保存活用地域計画には

「野馬土手」の記載があるが、実際には保存が進んでい

ない現状について、市の認識はどうか。 

ウ 文化庁が推進する「地域文化財の有効活用」の方針を

踏まえ、本市としての保存・活用の計画をどのように実

施していくのか。 

 

（１）近年、全国の自治体で終活情報登録事業を公的に整備

する動きが急速に広がっている。本市の現状と課題、今

後の方針について以下に問う。 

ア 厚生労働省のデータによれば、２０４０年には高齢者

世帯の約４割が独居となり、葬儀・納骨・死後事務を担

う人がいない世帯が増えるとされている。本市における

現状と見通しはどうか。 

イ 孤独死後の遺体引き取りや住居片づけ、火葬・納骨等

を行政が負担する事例が増加していると聞く。本市にお

ける孤独死の件数および死後事務に伴う行政コストの現

状はどうか。 

ウ 在宅医療や在宅看取りの流れの中では、死後対応や身

元保証を含む「切れ目のない支援」が不可欠となる。死

後手続きに加え、生前の手続きや意向を登録できる「終

活情報登録制度」の整備が必要と考えるが、その導入可

能性について市の見解を問う。 
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通告番号２０番 

 質問者４番 清 水   大 

質 問 事 項 要      旨 

１ みどりの保全につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 終活サポートについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本市の人口増加、子育て世帯の流入が著しいことは周

知のとおりと思う。反面、住宅需要に応じた開発行為に

より、宅地化が加速的に進み、本市の本来の魅力である

緑地の減少が著しいように思う。特に東深井エリアでは

昨年から今年にかけて宅地開発が続いており、流山市の

みどりは本当に維持されるのかと危惧する声が多く聞か

れる。そこで以下を問う。 

ア 流山市みどりの基本計画によると本市の緑被率は

４０．３％となっているが、過去の推移及び直近の数値

はどのように変化しているか。 

イ 市内に数多く存在する市民の森は、すべて民有地であ

ると認識している。相続などで土地の所有者が代わる可

能性があるが、所有者が代わっても継続して市民の森と

して維持する方針なのか。その場合、どのような対応策

を準備しているのか。 

ウ 本市には桜が植えられている公園が多く、シーズンに

なると、見事に咲き誇り、本市の大切な地域資源である

と考える。しかしながら桜の樹木としての寿命は３０年

～５０年と言われており、本市の一部公園では落枝や倒

木の危険性から伐採されているが、そのような危険性の

ある桜がある公園は、現時点でどの程度あるのか把握し

ているか。また伐採した後の植林計画はあるのか。 

エ 屋上など公共施設の空きスペースを利用して、今後み

どりを増やしていく計画はあるか。 

 

（１）近年、高齢者の単身世帯が増え、お独りでお亡くなり

になられる方が増化傾向である。また家族関係の希薄化

から、ご遺体の引き取り手がないケースも増加傾向にあ

り、その場合は墓地埋葬法第９条により、死亡地の市町

村長が火葬を執り行うこととなっている。そこで以下を

問う。 

ア 本市でお亡くなりの方で、ご遺体の引き取り手がない

方の人数の推移はどうか。その場合はどのような供養、

埋葬をしているか。 

イ 死期周辺の相談事を受け付ける窓口は確定している

か。 

ウ 終活について先進自治体に学びに行くなど、調査・研

究はどの程度進んでいるか。 
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３ 選挙について 

 

（１）令和７年７月２０日に行われた参議院議員通常選挙の

投票率は５８．５１％と、前回２０２２年の投票率 

５２．０５％から６．４６％上昇した。本市においても 

前回投票率５５．３３％から６１．７５％と上昇。県内

自治体では２番目に高い投票率であった。それだけ注目

度が高かった選挙と言える。普段は投票に行かないが今

回は行ったという方が多く、その為か選挙後に有権者か

ら、今の投票制度の問題点について多くのご意見を頂い

た。そこで以下を問う。 

ア 有権者宅に郵送されてくる入場整理券がなくても投票

が出来るが、公職選挙法では身分証明書の提示を義務付

けていない為、このような状況下においては本人に成り

すまして第三者が投票することも容易ではないかとの声

が多くある。なりすまし対策として、本市はどのような

事に留意し、投票所において本人確認を実施しているの

か。 

イ 病院や老人ホーム等の施設では、施設から県に申請

し、認定されれば、その施設において不在者投票が出来

るようになっている。認定された施設は投票管理者や立

会人を定めることになっているものの、第三者が介在し

やすい状況にあることは否定できない。入居者の中に

は、認知症など判断力が低下されている方も少なからず

いる中で、現場ではどのような不正防止策を講じている

か。 

ウ 投票用紙に記入するために鉛筆が用意されているが、

サインペンを持参して投票に臨む方もいる。そもそも投

票所に鉛筆以外が用意されていない理由は何か。 
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陳 情 第 １ ３ 号  

組 織 的 な 嫌 が ら せ ・ 監 視 行 為 に よ る 市 民 生 活 及 び 職 場 環 境 、 公

的 施 設 、 一 般 生 活 に お け る 重 大 な 、 影 響 と 人 権 侵 害 (集 団 ス ト ー

カ ー )に 関 す る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 要 旨 ）  

流 山 市 に 居 住 す る 一 部 の 市 民 は 、 特 定 の 意 図 を 持 っ た 個 人 や 集

団 に よ る 、 執 拗 な 嫌 が ら せ 、 監 視 、 つ き ま と い と い っ た 行 為 に 日

常 的 に 晒 さ れ て お り 、 そ の 生 活 の 平 穏 と 安 全 が 著 し く 侵 害 さ れ て

お り ま す 。 こ れ ら の 行 為 は 、 時 に 市 民 の プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 し 、

精 神 的 苦 痛 を 伴 う だ け で な く 、 特 定 の 情 報 を 仄 め か す な ど 、 心 理

的 な 攻 撃 を 伴 う 現 代 的 な ハ ラ ス メ ン ト と し て 認 識 さ れ る べ き も の

で す 。 特 に 、 職 場 に お い て も 、 不 当 な 業 務 妨 害 や 心 理 的 圧 迫 と し

て 現 れ る 事 例 が 確 認 さ れ て お り 、 市 民 の 職 業 生 活 ま で も が 脅 か さ

れ て お り ま す 。 加 え て 、 こ れ ら の 嫌 が ら せ 行 為 の 集 団 ス ト ー カ ー

実 行 犯 の 一 部 が 、 近 年 社 会 問 題 と な っ て い る 「 闇 バ イ ト 」 を 通 じ

て 募 集 さ れ て い る 可 能 性 も 指 摘 さ れ て お り 、 一 般 市 民 が 知 ら ず に

加 担 し て し ま う 危 険 性 も 増 大 し て い ま す 。  

陳 情 者 自 身 も 、 長 年 に わ た り こ の よ う な 行 為 の 標 的 と さ れ 、 心

身 の 不 調 、 社 会 活 動 へ の 支 障 、 そ し て 公 共 機 関 へ の 不 信 感 を 抱 か

ざ る を 得 な い 状 況 に あ り ま す 。  

市 民 の 生 命 、 身 体 、 財 産 、 そ し て 心 の 安 全 を 守 る こ と は 、 地 方

自 治 体 の 最 も 基 本 的 な 役 割 で あ り 、 流 山 市 が 本 問 題 に 対 し 、 市 と

し て の 安 全 配 慮 義 務 を 果 た す べ く 、 早 急 な 実 態 把 握 と 具 体 的 な 対

策 の 検 討 に 着 手 す る 事 を 強 く 陳 情 い た し ま す 。  

 

（ 陳 情 項 目 ）  

１  流 山 市 が 、 特 定 の 市 民 が 訴 え る 広 範 囲 な 嫌 が ら せ ・ 監 視 行

為 の 実 態 に つ い て 、 職 場 で の 被 害 状 況 を 含 め た 早 急 な 情 報 収

集 と 状 況 確 認 を 行 う た め の 窓 口 設 置 、 定 期 的 な チ ラ シ の 回

覧 、 地 域 の 掲 示 板 の 利 用 、 学 校 施 設 へ の チ ラ シ の 配 布 を 求 め

ま す 。  

２  こ の よ う な 行 為 が 市 民 の 生 活 の 平 穏 を 脅 か す も の で あ る こ

と を 流 山 市 と し て 認 識 し 、 市 民 に 対 し 、 不 審 な 行 為 へ の 注 意

喚 起 と 情 報 提 供 を 促 す 啓 発 活 動 を 強 化 す る こ と を 求 め ま す 。

特 に 、 こ の よ う な 嫌 が ら せ 行 為 へ の 加 担 が 「 闇 バ イ ト 」 と し

て 勧 誘 さ れ る 危 険 性 に つ い て も 、 市 民 （ 特 に 若 年 層 ） へ の 啓

発 を 強 化 す る こ と を 求 め ま す 。  

３  被 害 を 受 け た 市 民 が 安 心 し て 相 談 で き る 環 境 を 整 え る た

め 、 警 察 、 弁 護 士 会 、 医 療 機 関 等 の 専 門 機 関 と の 連 携 を 強 化

し 、 必 要 に 応 じ た 法 的 ・ 心 理 的 支 援 に 繋 が る 体 制 の 構 築 を 求

め ま す 。 特 に 、 職 場 で の 集 団 ス ト ー カ ー 嫌 が ら せ に 対 す る 相

談 体 制 の 整 備 を 求 め ま す 。  
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４  市 民 の 安 全 配 慮 義 務 の 一 環 と し て 、 本 件 に 関 す る 議 論 を 定

期 的 に 行 い 、 市 の 取 り 組 み の 進 捗 状 況 を 市 民 に 公 開 す る こ と

を 求 め ま す 。  

 

令 和 ７ 年 ７ 月 １ １ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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陳 情 第 １ ４ 号  

排 泄 に 課 題 を 抱 え る 障 害 者 （ 児 ） に 対 し 、 日 常 生 活 用 具 へ 排 泄
予 測 支 援 機 器 の 追 加 認 定 を 求 め る 陳 情 書  
 

（ 陳 情 要 旨 ）  
令 和 ６ 年 ３ 月 の 障 害 保 健 福 祉 関 係 主 管 課 長 会 議 資 料 「 日 常 生 活

用 具 給 付 等 事 業 の 適 正 な 実 施 に つ い て 」 に は 、「 日 常 生 活 用 具 給
付 等 事 業 に つ い て は 事 業 費 が 年 々 増 加 傾 向 に あ り 、 今 後 も 安 定 し
た 事 業 運 営 を 行 う た め に は 、 各 市 町 村 に お い て 効 果 的 ・ 効 率 的 な
事 業 実 施 が 図 ら れ る 必 要 が あ る 。 各 市 町 村 に お い て は 、 平 成 １ ８
年 の 障 害 者 自 立 支 援 法 以 前 に 国 が 定 め た 基 準 額 や 実 施 方 法 に と ら
わ れ る こ と な く 、 定 期 的 に 当 事 者 の 意 見 を 聴 取 に よ る ニ ー ズ 把 握
や 実 勢 価 格 の 調 査 等 、 地 域 の 実 情 に 即 し た 、 適 切 な 種 目 や 基 準 額
と な る よ う 定 期 的 な 見 直 し に 努 め ら れ た い 。」 と 記 載 が あ り ま
す 。 こ れ に 基 づ き 、 排 泄 予 測 支 援 機 器 を 千 葉 県 流 山 市 に お い て 、
日 常 生 活 用 具 と し て 追 加 認 定 い た だ き た く 存 じ ま す 。  
「 Ｄ Ｆ ｒ ｅ ｅ 」 は 超 音 波 セ ン サ ー に よ り 膀 胱 を 経 時 的 に モ ニ タ リ
ン グ し 、 膀 胱 内 の 尿 の 溜 ま り 具 合 を ０ ～ １ ０ で 数 値 化 す る 機 器 で
す 。 そ の 数 値 は 専 用 タ ブ レ ッ ト や 自 身 の ス マ ー ト フ ォ ン で 確 認 で
き 、 排 尿 の タ イ ミ ン グ を 予 測 し 、 排 尿 の 機 会 を 本 人 ま た は 介 助 を
行 う 者 に 通 知 が 可 能 で す 。 我 が 家 で は 、 ５ 歳 の 身 体 障 害 者 手 帳 １  
級 を 持 つ 子 供 が お り ま す 。 通 知 が 鳴 っ た タ イ ミ ン グ で 本 人 と 一 緒
に ト イ レ へ 行 く と い う 習 慣 で 活 用 し て い ま す 。 尿 の 溜 ま り 具 合 が
数 値 化 さ れ る こ と で 、 漏 ら す 前 に ト イ レ 誘 導 が 可 能 、 漏 ら し た と
し て も 傾 向 値 が 見 え 対 策 が 取 れ る よ う に な り 、 本 人 に と っ て も 介
助 者 に と っ て も 、 排 尿 課 題 へ 解 決 の 兆 し が 見 え て い ま す 。  
こ の よ う に 、 尿 意 を 感 じ る こ と が で き な い 障 害 者 に と っ て  

「 Ｄ Ｆ ｒ ｅ ｅ 」 は 非 常 に 有 用 で す 。  
 
（ 陳 情 項 目 ）  
１  尿 意 の 意 思 表 示 が で き な い 、 も し く は 曖 昧 に し か 感 じ る こ
と が で き な い 障 害 者 の 排 尿 課 題 を 解 決 す る た め 、 排 泄 予 測 支
援 機 器 「 Ｄ Ｆ ｒ ｅ ｅ 」 を 千 葉 県 流 山 市 の 日 常 生 活 用 具 と し て
追 加 認 定 い た だ き た い で す 。「 Ｄ Ｆ ｒ ｅ ｅ 」 は 令 和 ４ 年 ４ 月
に 特 定 福 祉 用 具 に 認 定 さ れ 、 介 護 保 険 適 用 と な っ て い ま す 。
ぜ ひ 障 害 者 に も 負 担 が 少 な く 購 入 で き る よ う に な る こ と を 求
め 、 上 記 事 項 を 陳 情 い た し ま す 。  

 
令 和 ７ 年 ７ 月 ２ ８ 日  

 
陳 情 者  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  

 
流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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陳 情 第 １ ５ 号  
「 国 に お け る ２ ０ ２ ６ 年 度 教 育 予 算 拡 充 に 関 す る 意 見 書 」 採 択

に 関 す る 陳 情 書  
 

（ 陳 情 事 項 ）  
２ ０ ２ ６ 年 度 予 算 編 成 に あ た り 、 憲 法 ・ 子 ど も の 権 利 条 約 の 精

神 を 生 か し 、 子 ど も た ち に よ り よ い 教 育 を 保 障 す る た め に 、「 国
に お け る ２ ０ ２ ６ 年 度 教 育 予 算 拡 充 に 関 す る 意 見 書 」 を 貴 議 会 に
お い て 採 択 し て い た だ き 、 政 府 及 び 関 係 行 政 官 庁 あ て に 意 見 書 を
ご 提 出 い た だ き た く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  
 
（ 陳 情 理 由 ）  
貴 議 会 に お か れ ま し て は 、 日 ご ろ か ら 学 校 教 育 へ の 深 い ご 理 解

と ご 配 慮 を い た だ き 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
さ て 、 教 育 は 日 本 の 未 来 を 担 う 子 ど も た ち を 心 豊 か に 育 て る 使

命 を 負 っ て お り ま す 。 し か し な が ら 、 社 会 の 変 化 と と も に 子 ど も
た ち 一 人 ひ と り を と り ま く 環 境 も 変 化 し て 、 教 育 諸 課 題 や 子 ど も
の 安 全 確 保 等 の 課 題 が 山 積 し て い ま す 。 ま た 、 各 地 で 地 震 や 豪
雨 、 台 風 な ど の 大 規 模 災 害 が 立 て 続 け に 発 生 し ま し た 。 災 害 か ら
の 復 興 は 未 だ 厳 し い 状 況 の 中 に あ る と い わ ざ る を え ま せ ん 。 子 ど
も た ち の 健 全 育 成 を め ざ し 豊 か な 教 育 を 実 現 さ せ る た め に は 、 子
ど も た ち の 教 育 環 境 の 整 備 を 一 層 す す め る 必 要 が あ り ま す 。  
そ こ で 、 以 下 の 項 目 を 中 心 に 、 ２ ０ ２ ６ 年 度 に む け て の 予 算 の

充 実 を は た ら き か け て い た だ き た い と 考 え ま す 。  
１  災 害 か ら の 教 育 復 興 に か か わ る 予 算 の 拡 充 を 十 分 に は か る
こ と 。  

２  子 ど も た ち 一 人 ひ と り に き め 細 や か な 指 導 を す る た め 、 公
立 義 務 教 育 諸 学 校 の 教 職 員 定 数 を 改 善 す る 計 画 を 早 期 に 策
定 ・ 実 現 す る こ と 。  

３  保 護 者 の 教 育 費 負 担 を 軽 減 す る た め に 義 務 教 育 教 科 書 無 償
制 度 を 堅 持 す る こ と 。  

４  現 在 の 経 済 状 況 を 鑑 み 、 就 学 援 助 や 奨 学 金 事 業 に か か わ る
予 算 を さ ら に 拡 充 す る こ と 。  

５  安 心 し て 学 校 生 活 を 送 れ る よ う 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や
ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 等 相 談 体 制 を 充 実 さ せ る こ と 。  

６  多 様 な 学 び の 場 の 充 実 を 図 り 、 誰 も が 学 ぶ こ と が で き る 機
会 を 保 障 す る た め 、 必 要 な 予 算 措 置 を 講 じ る こ と 。  

７  安 全 ・ 安 心 で 個 別 最 適 な 学 び を 実 現 す る 施 設 環 境 の 整 備 に
む け 、 バ リ ア フ リ ー 化 や 、 洋 式 ・ 多 目 的 ト イ レ 、 空 調 設 備 設
置 等 の 公 立 学 校 施 設 整 備 費 を 充 実 す る こ と 。  

８  Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 を 着 実 に 推 進 し 、 学 校 現 場 に お け る
様 々 な 課 題 に 対 応 で き る 環 境 を 整 え る こ と 。  

な ど  
 
以 上 、 昨 今 の さ ま ざ ま な 教 育 課 題 は 、 教 育 予 算 を 十 分 に 確 保 す

る こ と に よ り 、 解 決 さ れ る も の が 多 く あ り ま す 。  
貴 議 会 に お か れ ま し て は 、 本 陳 情 の 趣 旨 に つ い て ご 審 議 い た だ

き 、 議 決 の 上 、 政 府 及 び 関 係 行 政 官 庁 あ て に 意 見 書 を 提 出 し て い
た だ き た く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  
 



別紙５－１ 

２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 １ ９ 日  
 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

            ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

            ● ●  ● ●  ● ● ● ●  
 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
 



別紙５－１ 

陳 情 第 １ ６ 号  

「 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 堅 持 に 関 す る 意 見 書 」 採 択 に 関 す

る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 事 項 ）  

２ ０ ２ ６ 年 度 予 算 編 成 に あ た り 「 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 堅

持 に 関 す る 意 見 書 」 を 貴 議 会 に お い て 採 択 し て い た だ き 、 政 府 及

び 関 係 行 政 官 庁 あ て に 意 見 書 を ご 提 出 い た だ き た く お 願 い 申 し 上

げ ま す 。  

 

（ 陳 情 理 由 ）  

貴 議 会 に お か れ ま し て は 、 日 ご ろ よ り 学 校 教 育 へ の 深 い ご 理 解

と ご 配 慮 を い た だ き 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

義 務 教 育 は 、 憲 法 の 要 請 に 基 づ き 、 子 ど も た ち 一 人 ひ と り が 国

民 と し て 必 要 な 基 礎 的 資 質 を 培 う た め の も の で す 。 教 育 の 全 国 水

準 や 機 会 均 等 を 確 保 す る 義 務 教 育 の 基 盤 づ く り は 、 国 の 責 務 で あ

り 、 そ の た め に 設 け ら れ た の が 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 で す 。  

し か し 、 か つ て は 教 材 費 、 旅 費 、 児 童 手 当 な ど 多 く の 経 費 が 対

象 と な っ て い ま し た が 、 次 第 に 対 象 か ら 除 外 さ れ 給 与 費 の み と な

り 、 ２ ０ ０ ５ 年 に は 給 与 費 の 負 担 割 合 が ３ 分 の １ に 縮 減 さ れ て し

ま い ま し た 。  

現 在 、 地 方 自 治 体 の 状 況 は 様 々 で あ り 、 子 ど も た ち を と り ま く

教 育 環 境 に も 格 差 が 生 じ て い ま す 。  

国 民 に 等 し く 義 務 教 育 を 保 障 す る と い う 観 点 か ら い え ば 、 財 政

的 に 最 低 保 障 と し て 下 支 え し て い る 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 は 必

要 不 可 欠 で す 。 こ の 制 度 が 廃 止 さ れ た り 、 国 の 負 担 割 合 が さ ら に

下 げ ら れ た り し た 場 合 、 義 務 教 育 の 水 準 に さ ら に 格 差 が 生 ま れ る

こ と は 必 至 で す 。  

学 校 の 基 幹 職 員 で あ る 学 校 事 務 職 員 ・ 学 校 栄 養 職 員 を 含 め 、 教

職 員 の 給 与 を 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 か ら 適 用 除 外 す る こ と は 、

「 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 法 」 第 一 条 に 明 記 さ れ て い る 「 教 育 の 機 会

均 等 と そ の 水 準 の 維 持 向 上 」 と い う 目 的 に 反 す る ば か り で な く 、

財 政 負 担 を 地 方 自 治 体 に 課 し 、 厳 し い 地 方 財 政 を さ ら に 圧 迫 す る

も の で す 。 ま た 、 義 務 教 育 の 円 滑 な 推 進 を 阻 害 す る お そ れ も 出 て

き ま す 。 よ っ て 、 私 た ち は 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 堅 持 を 強 く

要 望 し ま す 。  

貴 議 会 に お か れ ま し て は 、 本 陳 情 の 趣 旨 に つ い て ご 審 議 い た だ

き 、 議 決 の 上 、 政 府 及 び 関 係 行 政 官 庁 あ て に 意 見 書 を 提 出 し て い

た だ き た く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 



別紙５－１ 

２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 １ ９ 日  
 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

             ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

            ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

            ● ●  ● ●  ● ● ● ●  
 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  



別紙５－１ 

陳 情 第 １ ７ 号  
野 々 下 で 進 行 中 の 休 耕 田 の 埋 立 に 関 わ る 農 地 転 用 を 許 可 し な い

よ う に 求 め る 陳 情 書  
 

（ 陳 情 主 旨 ）  
 流 山 市 野 々 下 １ 丁 目 で 進 行 中 の 休 耕 田 の 埋 立 工 事 は 、 農 業 委 員
会 に よ る 農 地 転 用 の 許 可 の 下 に 、 芝 生 生 産 圃 場 を 運 営 す る と い う
名 目 で 進 め ら れ て い ま す が 、 同 じ 業 者 が 野 田 市 で 運 営 し て い る 芝
生 生 産 圃 場 の 現 状 を 見 る と 、 芝 生 の 生 産 と は 名 ば か り で 、 実 態 は
残 土 処 理 の た め の 埋 立 で あ る こ と は 明 ら か で す 。  
 野 々 下 １ 丁 目 ・ ２ 丁 目 、 お よ び 古 間 木 に 広 が る 里 山 （ 以 下 「 古
間 木 の 里 山 」） は 、 流 山 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン や 流 山 市 み ど
り の 基 本 計 画 、 お よ び 生 物 多 様 性 な が れ や ま 戦 略 と い っ た 行 政 計
画 の 中 で も そ の 自 然 環 境 の 保 全 が 重 要 な 課 題 と な っ て い ま す 。 本
件 の 休 耕 田 の 埋 立 は 、 谷 津 の 自 然 環 境 の 主 役 で あ る 湿 地 環 境 を 破
壊 し 生 物 多 様 性 の 観 点 か ら 問 題 で あ る だ け で な く 、 そ の 後 の 埋 立
地 が 放 棄 さ れ る こ と に よ り 想 定 さ れ る 治 安 の 悪 化 や 、 隣 接 す る 市
街 化 区 域 に お け る 都 市 型 水 害 の 激 甚 化 、 そ れ に よ り 流 山 市 の イ メ
ー ジ 低 下 な ど 、 様 々 な 観 点 か ら 大 き な 問 題 で あ る と 考 え て い ま
す 。  
 野 々 下 １ 丁 目 で 進 行 中 の 埋 立 工 事 は ほ ぼ 完 了 し 、 業 者 の 説 明 に
よ る と 今 後 野 々 下 ２ 丁 目 に か け て 第 ２ 期 、 第 ３ 期 の 埋 立 工 事 を 予
定 し て い る と の こ と で す が 、 私 た ち は こ の 問 題 の あ る 埋 立 工 事 に
つ い て 、 流 山 市 が 原 状 を 回 復 し こ れ 以 上 の 埋 立 が 進 ま な い よ う な
措 置 を 取 る こ と を 要 請 し ま す 。  
 
（ 陳 情 の 背 景 ・ 理 由 ）  
 １  流 山 市 野 々 下 １ 丁 目 で 進 行 中 の 休 耕 田 の 埋 立 工 事 に つ い て  
   野 々 下 １ 丁 目 の 春 山 寺 の 駐 車 場 の 隣 の 休 耕 田 で 昨 年 １ ０ 月

か ら 芝 生 生 産 圃 場 の 埋 立 工 事 が 始 ま り ま し た 。 埋 め 立 て 面 積
は 約 １ ｈ ａ で 、 流 山 市 農 業 委 員 会 の 農 地 転 用 の 許 可 を 得 て 、
地 表 か ら １ ． ５ ｍ 道 路 面 か ら １ ｍ の 高 さ ま で の 埋 立 工 事 を 実
施 し て お り 、 ２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 現 在 で 工 事 は ほ ぼ 完 了 し た も の
と 思 わ れ ま す 。  

   事 業 主 体 の 芝 生 生 産 圃 場 整 備 事 業 合 同 会 社 （（ 株 ） グ リ ー
ン ス テ ー ジ ジ ャ パ ン の 子 会 社 ） の 説 明 に よ れ ば 、 当 該 土 地 の
地 権 者 か ら ３ 年 契 約 で 土 地 を 借 り 芝 生 の 生 産 を 行 う と の こ と
で し た 。 し か し な が ら 、 全 国 的 に ゴ ル フ 場 の 事 業 不 振 が 続 く
中 芝 生 生 産 事 業 が 採 算 の 取 れ る 事 業 と は 思 え ず 、 同 じ 業 者 の
運 営 す る 野 田 市 目 吹 と 木 野 崎 の 芝 生 生 産 圃 場 を 調 査 し た と こ
ろ 、 両 方 と も 約 ３ 年 前 に 埋 立 工 事 を 実 施 し た 後 に 実 質 的 に 芝
生 の 生 産 が 行 わ れ た 形 跡 は な く 、 芝 生 生 産 を 口 実 に 建 設 残 土
処 理 を 目 的 と し た 埋 立 工 事 で は な い か と 推 察 し て い ま す 。 野
田 市 目 吹 の 地 権 者 の 一 人 に よ る と 、「 埋 立 に は 砂 利 混 じ り の
土 は 使 わ れ て お り 、 と て も 芝 生 生 産 を 行 う 意 思 が あ る と は 思
え ず 、 ３ 年 の 土 地 の 賃 借 契 約 期 間 を 過 ぎ て も 業 者 か ら 何 の 連
絡 も な い 」 と の こ と で し た 。  
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   建 設 残 土 の 埋 立 に つ い て は 、 以 前 か ら 大 き な 社 会 問 題 と な

り 、 全 国 的 に 農 地 転 用 の 許 可 が 厳 し く な っ て き て い ま す の

で 、 貴 重 な 残 土 処 理 の た め の 埋 立 は 許 可 さ れ な く な り ま し た

が 、 本 件 の よ う な 作 物 転 換 を 口 実 と し た 農 地 造 成 に よ る 残 土

処 理 の 手 法 は 、 法 令 の 隙 間 を 衝 い た 新 た な 手 口 と し て 今 後 広

が っ て い く も の と 思 わ れ ま す 。 野 田 の 目 吹 と 木 野 崎 の 周 辺

は 、 休 耕 田 の 埋 立 が 進 行 し 、 残 土 の 山 や 資 材 置 き 場 や 自 動 車

の 解 体 ヤ ー ド な ど が 無 秩 序 に 広 が る 場 所 と な っ て い ま す 。 こ

の ま ま 放 置 す る と 、 野 々 下 と 古 間 木 に 広 が る こ の 良 質 な 里 山

環 境 が 失 わ れ 、 目 吹 や 木 野 崎 の よ う な 治 安 環 境 に 問 題 の あ る

場 所 の な る こ と が 懸 念 さ れ ま す 。  

 ２  野 々 下 ・ 古 間 木 に 広 が る 谷 津 を 含 む 里 山 環 境 に つ い て  

  「 古 間 木 の 里 山 」 は 、 流 山 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 中 で

は 緑 と 水 辺 の ネ ッ ト ワ ー ク づ く り の 中 心 と し て 自 然 景 観 を 保

全 す べ き 地 域 と し て 位 置 づ け ら れ 、 流 山 市 み ど り の 基 本 計 画

の 中 で も 、 総 合 運 動 公 園 の 再 整 備 な ど と 並 ぶ ４ つ の 重 点 プ ロ

ジ ェ ク ト の 一 つ と し て 、「 思 井 ～ 芝 崎 、 古 間 木 ～ 野 々 下 地 区

の 連 続 性 あ る み ど り の 保 全 プ ロ ジ ェ ク ト 」 お よ び 、 保 全 配 慮

地 区 に 位 置 付 け ら れ て い ま す 。 ま た 、 生 物 多 様 性 な が れ や ま

戦 略 の 中 で も 重 点 地 区 に 選 定 さ れ て お り 、 環 境 省 の 絶 滅 危 惧

Ⅱ 類 に 指 定 さ れ て い る 猛 禽 類 の サ シ バ や 千 葉 県 の 最 重 要 保 護

生 物 に 指 定 さ れ て い る ニ ホ ン ア カ ガ エ ル や ヘ イ ケ ボ タ ル な ど

が 繁 殖 す る 貴 重 な 場 所 で す 。 そ の 自 然 環 境 の 特 徴 は 、 中 心 に

位 置 す る 水 田 を 中 心 と す る 谷 津 と そ の 周 辺 広 が る 雑 木 林 の 斜

面 林 に あ り ま す 。 谷 津 と 斜 面 林 が 複 雑 に 入 り 組 む こ と で 、 多

様 な 生 き 物 の 生 息 が 可 能 な 里 山 環 境 が 形 成 さ れ て い ま す 。 水

田 で 卵 を 産 み 成 長 し て 森 に 帰 る ニ ホ ン ア カ ガ エ ル な ど の 生 き

物 を 狙 っ て 、 猛 禽 類 の サ シ バ な ど が 営 巣 中 に 必 要 な 餌 を 捕 る

こ と が で き ま す 。 そ の 中 で 水 田 の 湿 地 環 境 が 失 わ れ る と 、 食

物 連 鎖 の 重 要 な 輪 が 途 切 れ 生 物 の 多 様 性 が 大 き く 損 な わ れ る

こ と と な り ま す 。  

   ま た 、「 古 間 木 の 里 山 」 は 昔 か ら 地 域 の 人 た ち の 憩 い の 場

と し て 利 用 さ れ て お り 、 朝 晩 に は 多 く の 人 た ち が 散 歩 に き て

ス ト レ ス を 解 消 し て い ま す 。 こ の 地 域 に は い く つ か の 福 祉 施

設 も 点 在 し 、 施 設 を 利 用 す る 方 た ち に も 良 質 な 自 然 環 境 を 提

供 し て い ま す 。  
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 ３  防 災 ・ 治 安 面 で の 不 安 、 流 山 市 の イ メ ー ジ 低 下  
   こ の 埋 立 が 続 け ば 、 こ の 地 区 も 前 記 の 野 田 市 目 吹 ・ 木 野 崎

の よ う に 、 残 土 の 山 や 資 材 置 き 場 や 自 動 車 の 解 体 ヤ ー ド な ど
が 無 秩 序 に 広 が る 場 所 に な っ て し ま い 、 夜 は １ 人 で 歩 く の が
不 安 に な る よ う な 、 治 安 の 面 で 心 配 な 地 区 に な り ま す 。  

   ま た 、 道 路 高 よ り １ ． ５ ｍ 高 い 壁 の よ う な 埋 立 は 、 辺 縁 部
の 法 面 を 安 息 角 で 処 理 し て い て も 大 雨 や 大 き な 地 震 の 際 に は
必 ず や 崩 壊 し ま す 。 周 辺 の 農 地 に 悪 影 響 を 与 え る だ け で な
く 、 道 路 を 閉 鎖 さ せ 、 通 行 す る 市 民 を 巻 き 込 む 人 身 災 害 に つ
な が り ま す 。 そ も そ も 作 物 転 換 の た め の 農 地 造 成 で 、 わ ざ わ
ざ 道 路 高 プ ラ ス １ ． ５ ｍ ま で 高 々 と 土 を 盛 る 必 要 は な い は ず
で す 。  

   さ ら に 、 隣 接 す る 区 画 整 理 地 な ど 市 街 化 区 域 で 都 市 型 水 害
が 激 甚 化 す る こ と は 容 易 に 想 像 で き 、 流 山 市 の イ メ ー ジ 低 下
に つ な が る こ と は 必 至 で す 。  

   埋 立 予 定 地 に 近 い 運 動 公 園 周 辺 地 区 の 区 画 整 理 に お い て
も 、 宅 地 の ニ ー ズ が 減 る 可 能 性 が あ り 、 今 の 豊 か な 自 然 環 境
を 求 め て 転 入 検 討 さ れ て い る 方 に と っ て も 資 産 価 値 が 下 が る
こ と が 懸 念 さ れ ま す 。  

 
（ 陳 情 項 目 ）  
１  第 １ 期 工 事 の 農 地 転 用 の 許 可 を 取 り 消 し て 原 状 回 復 を 求 め
て く だ さ い 。  

２  第 ２ 期 工 事 の 農 地 転 用 の 許 可 を 取 り 消 し て 工 事 の 進 行 を 止
め さ せ て く だ さ い 。  

３  第 ３ 期 工 事 以 降 の 申 請 に つ い て 農 地 転 用 の 許 可 を 与 え な い
よ う に し て く だ さ い 。  

４  上 記 １ ～ ３ の 判 断 に つ い て 、 事 実 上 同 じ 業 者 が 行 っ た 野 田
市 目 吹 ・ 木 野 崎 に お け る 、 地 権 者 を 欺 き 結 果 的 に 農 地 法 違 反
で あ っ た と い え る 農 地 造 成 工 事 を 、 見 て 見 ぬ ふ り せ ず 、 厳 正
に 審 査 し て く だ さ い 。  

５  今 後 農 地 転 用 の 審 査 に 当 た っ て は 地 面 の 高 さ 以 上 の 埋 立 を
認 め な い よ う に し て く だ さ い 。  

 
２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

 
陳 情 者  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ●  

 
流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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陳 情 第 １ ８ 号  

マ イ ナ 保 険 証 の 保 有 の 有 無 に か か わ ら ず 、 国 民 健 康 保 険 加 入 者

全 員 に 資 格 確 認 書 の 発 行 を 求 め る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 主 旨 ）  

現 在 、 国 は 令 和 ８ 年 ７ 月 末 ま で の 暫 定 措 置 と し て 、 ７ ５ 歳 以 上

の 後 期 高 齢 者 に 対 し て 、 マ イ ナ 保 険 証 の 保 有 状 況 に か か わ ら ず 、

資 格 確 認 書 を 申 請 不 要 ・ 無 償 で 交 付 す る 運 用 を 決 定 し ま し た 。 こ

れ は 、 経 過 措 置 と し て 使 用 さ れ て い た 従 来 の 健 康 保 険 証 、 ま た は

資 格 確 認 書 の 有 効 期 限 が 本 年 ７ 月 末 に 一 斉 に 期 限 を 迎 え る こ と

で 、 資 格 確 認 書 の 交 付 を 求 め る 申 請 が 自 治 体 の 窓 口 に 殺 到 す る こ

と を 懸 念 し た 措 置 と の こ と で す 。  

し か し 、 マ イ ナ 保 険 証 の 登 録 者 数 は ５ 月 ８ 日 現 在 で 約 

８ ， ３ ０ ０ 万 人 で あ る の に 対 し 、 そ の う ち の 後 期 高 齢 者 の 割 合 は  

約 １ ， ３ ０ ０ 万 人 で あ り 、 残 る 約 ７ ， ０ ０ ０ 万 人 の ほ と ん ど が 遅

く と も ２ ０ ２ ５ 年 １ ２ 月 で 経 過 措 置 で 使 え て い た 従 来 の 健 康 保 険

証 が 使 え な く な る 状 況 と な り ま す 。 混 乱 の 懸 念 は 拭 え ま せ ん 。 混

乱 は 資 格 確 認 書 の 交 付 申 請 を 受 け る 自 治 体 の 窓 口 の み な ら ず 、 健

康 保 険 証 の 廃 止 を 認 識 し て い な か っ た 被 保 険 者 が 受 診 し た 医 療 機

関 の 窓 口 で も 起 こ り 得 ま す 。 従 来 の 健 康 保 険 証 以 外 に 使 用 可 能 な

資 格 確 認 書 類 を 持 た ず 受 診 し 、 意 図 せ ず １ ０ 割 負 担 を 請 求 さ れ る

な ど す れ ば 、 医 療 機 関 と 患 者 と の 間 で 深 刻 な ト ラ ブ ル と な る ケ ー

ス も 懸 念 さ れ ま す 。  

全 国 保 険 医 団 体 連 合 会 が 今 年 ２ 月 か ら 実 施 し た 調 査 で は 、 マ イ

ナ 保 険 証 に よ る 医 療 機 関 窓 口 で の 「 オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 」 に よ る

ト ラ ブ ル は ９ 割 の 医 療 機 関 で 発 生 し 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 電 子

証 明 書 の 有 効 期 限 切 れ な ど 、 今 後 さ ら な る 増 加 が 懸 念 さ れ て い ま

す 。 な お 、 電 子 証 明 書 の 更 新 に は 自 治 体 窓 口 へ の 来 庁 が 必 要 で 、

２ ０ ２ ５ 年 度 に 更 新 が 必 要 と な る 件 数 は お お よ そ ２ ， ７ ６ ８ 万 件

で す 。 ま た 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 大 事 に し ま い 込 ん で し ま っ た

方 な ど は 、 普 段 持 ち 歩 く こ と が な い た め に 、 医 療 へ の ア ク セ ス に

ハ ー ド ル が 設 け ら れ て し ま い ま す 。 医 療 へ の ア ク セ ス 保 障 は 後 期

高 齢 者 に 限 ら れ る べ き も の で は あ り ま せ ん 。 国 民 健 康 保 険 の 加 入

者 に も デ ジ タ ル 機 器 に 不 慣 れ な 方 、 障 が い 者 な ど 、 多 様 な 事 情 を

抱 え る 方 が 多 く 含 ま れ て い ま す 。 こ う し た 方 々 に 対 し 、 マ イ ナ 保

険 証 の 取 得 ・ 利 用 を 前 提 と す る 制 度 設 計 は 、 医 療 へ の ア ク セ ス を

著 し く 制 限 す る お そ れ が あ り ま す 。 従 来 （ 紙 ） の 健 康 保 険 証 は 、

２ ０ ２ ４ 年 １ ２ 月 １ 日 を も っ て 発 行 停 止 と さ れ 、 代 替 と し て 資 格

確 認 書 が 交 付 さ れ る こ と に な っ て い ま す が 、 保 険 者 に よ る 当 分 の

間 の 職 権 発 行 を 除 き 、 本 来 は 申 請 が 必 要 と さ れ て い ま す 。 申 請 手

続 の 煩 雑 さ や 周 知 の 不 足 に よ っ て 、 必 要 な 人 に 行 き 渡 ら な い 懸 念

が 生 じ て い ま す 。 医 療 は 全 て の 住 民 に 等 し く 提 供 さ れ る べ き 基 本

的 な 権 利 で あ り 、 制 度 の 過 渡 期 に あ っ て も そ の 保 障 は 確 実 に 担 保
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さ れ る べ き で す 。 そ の た め 、 後 期 高 齢 者 と 同 様 に 、 市 町 村 国 保 加

入 者 に 対 し て も 、 マ イ ナ 保 険 証 の 有 無 に か か わ ら ず 、 資 格 確 認 書

を 無 償 か つ 申 請 不 要 で 交 付 す る 措 置 が 必 要 で す 。  

な お 、 ２ ０ ２ ５ 年 ５ 月 現 在 、 東 京 都 渋 谷 区 と 世 田 谷 区 は マ イ ナ

保 険 証 の 保 有 の 有 無 に か か わ ら ず 、 国 民 健 康 保 険 加 入 者 全 員 に

「 資 格 確 認 書 」 を 一 斉 発 送 す る こ と を 発 表 し ま し た 。 こ う し た 措

置 は 住 民 の 不 安 や 不 信 を 和 ら げ 、 医 療 機 関 の 現 場 で の 混 乱 や 負 担

を 軽 減 す る こ と に も つ な が り ま す 。 つ き ま し て は 、 貴 自 治 体 に お

か れ ま し て は 、 国 保 加 入 者 に 対 し て 、 マ イ ナ 保 険 証 の 有 無 に か か

わ ら ず 、 資 格 確 認 書 を 無 償 か つ 申 請 不 要 で 交 付 す る よ う 陳 情 し ま

す 。  

 

２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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陳 情 第 １ ９ 号  
物 価 高 騰 等 に 見 合 っ た 医 療 機 関 へ の 支 援 を 国 へ 求 め る 意 見 書  

の 提 出 を 求 め る 陳 情 書  
 

（ 陳 情 主 旨 ）  
公 立 、 民 間 立 を 問 わ ず 、 昨 今 の 医 療 機 関 の 経 営 に お い て は 、 人

件 費 の 増 加 や 物 価 高 騰 の 影 響 に よ り 業 務 に 要 す る 費 用 が 大 き く 増
加 し て い る 。 こ れ に 対 し 、 公 定 価 格 で あ る 診 療 報 酬 は 、 独 自 の 判

断 で 価 格 転 嫁 を 行 う こ と が で き な い た め 、 診 療 報 酬 に よ る 収 入 で
は 費 用 の 増 加 分 を 賄 う こ と が で き な い 状 況 で あ り 、 経 営 努 力 だ け
で 対 応 す る に は 限 界 が あ る 。  
自 治 体 病 院 は 、 地 域 医 療 の 拠 点 と な る 中 核 病 院 と し て 、 広 域 的

に 近 隣 自 治 体 か ら の 救 急 搬 送 患 者 や 他 医 療 機 関 か ら の 紹 介 患 者 を
受 け 入 れ る と と も に 、 小 児 ・ 周 産 期 や 新 興 感 染 症 等 の 採 算 性 が 低
い 政 策 医 療 を 担 っ て い る 。  
し か し な が ら 、 国 に 準 拠 し た 給 与 改 定 等 に よ り 人 件 費 が 増 加 す

る 等 、 医 業 費 用 が 増 加 し て お り 、 多 く の 自 治 体 病 院 で は 地 方 公 営
企 業 法 に 基 づ く 一 般 会 計 か ら の 繰 出 金 を 充 当 し て も 経 常 収 支 が マ
イ ナ ス と な っ て い る 。  加 え て 、 特 に 急 性 期 病 院 で は 、 医 療 の 高
度 化 に 伴 う 薬 剤 、 医 療 機 器 や 診 療 材 料 の 価 格 高 騰 に 対 し 、 診 療 報

酬 が 十 分 に 確 保 さ れ て い な い こ と か ら 、 収 支 の 悪 化 を 招 い て い
る 。  
こ の よ う な 状 況 の 下 、 病 院 を 支 え る 自 治 体 か ら の 財 政 支 援 に よ

り 、 一 般 会 計 に よ る 負 担 が 増 す こ と に な れ ば 、 自 治 体 の 財 政 運 営

に も 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 。 よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 下 記
の 事 項 に つ い て 実 施 さ れ る よ う 要 望 す る 。   
以 上 の 趣 旨 か ら 、 流 山 市 議 会 に お い て は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条

に も と づ き 、 内 閣 総 理 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 財 務 大 臣 、 内 閣 特 命

担 当 大 臣 に 対 し て 、 以 下 の 項 目 を 盛 り 込 ん だ 意 見 書 の 提 出 を 決 議
し て い た だ く よ う 陳 情 い た し ま す 。  

記  
 １  令 和 ８ 年 度 の 診 療 報 酬 の 改 定 に 際 し 、 喫 緊 の 課 題 と し て 、

昨 今 の 物 価 高 騰 等 に 見 合 っ た 弾 力 的 な 報 酬 改 定 、 緊 急 的 な 財
政 支 援 な ど 、 こ れ ら 地 域 の 中 核 と な る 医 療 機 関 等 に お い て 持
続 的 な サ ー ビ ス の 提 供 を 可 能 と す る 対 策 に つ い て 、 早 急 に 検
討 し 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

 
２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

 
陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  



別紙５－１ 

陳 情 第 ２ ０ 号  

医 療 機 関 の 事 業 と 経 営 維 持 の た め の 診 療 報 酬 再 改 定 を 国 に 求 め

る 意 見 書 の 提 出 を 求 め る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 主 旨 ）  

い ま 、 医 療 機 関 の 経 営 が 困 難 な 状 況 は 深 刻 さ を 増 し て お り 、 事

業 の 存 続 が 危 ぶ ま れ る 事 態 も 生 じ て い ま す 。 ２ ０ ２ ４ 年 度 診 療 報

酬 改 定 は 、 物 価 高 騰 へ の 対 応 等 を 踏 ま え プ ラ ス 改 定 と な っ た と こ

ろ で す が 、 そ の 後 も 物 価 の 高 騰 や 職 員 の 賃 上 げ 等 へ の 対 応 に よ

り 、 費 用 は 、 こ れ を 上 回 っ て 増 加 し て お り 、 医 療 機 関 は 厳 し い 経

営 を 強 い ら れ て い ま す 。 帝 国 デ ー タ バ ン ク の 報 道 で も ２ ０ ２ ４ 年

の 医 療 機 関 の 倒 産 は ６ ４ 件 と 過 去 最 高 を 記 録 し 、 今 年 も 高 水 準 で

推 移 し て い ま す 。 こ の ま ま で は 、 医 療 機 関 の 事 業 と 運 営 が で き

ず 、 地 域 か ら 医 療 機 関 が 無 く な る 、 地 域 医 療 が 崩 壊 し か ね な い 危

機 的 状 況 で す 。  

日 本 医 師 会 ・ ６ 病 院 団 体 （ 日 本 病 院 会 ・ 全 日 本 病 院 協 会 ・ 日 本

精 神 科 病 院 協 会 ・ 日 本 慢 性 期 医 療 協 会 ・ 日 本 医 療 法 人 協 会 ・ 全 国

自 治 体 病 院 協 議 会 ） 合 同 声 明 の 要 望 で は 、 令 和 ８ 年 度 の 診 療 報 酬

改 定 に 、 ① 「 高 齢 化 の 伸 び の 範 囲 内 に 抑 制 す る 」 と い う 社 会 保 障

予 算 の 目 安 対 応 の 廃 止 、 ② 診 療 報 酬 等 に つ い て 、 賃 金 ・ 物 価 の 上

昇 に 応 じ て 適 切 に 対 応 す る 新 た な 仕 組 み の 導 入 の ２ 点 を 求 め て い

ま す 。  

ま た 、 ６ 病 院 団 体 が 行 っ た 経 営 状 況 調 査 結 果 と し て 、 経 常 利 益

で 赤 字 の 病 院 は ２ ０ ２ ３ 年 度 の ５ ０ ． ８ ％ か ら ６ １ ． ２ ％ に 拡 大

し 、 全 体 の 経 営 利 益 率 は マ イ ナ ス ３ ． ３ ％ 、 赤 字 病 院 に 限 る と マ

イ ナ ス ７ ． ４ ％ で し た 。 ６ 団 体 は 「 ご 存 じ で す か ？ あ な た の 街 の

病 院 が い ま 危 機 的 状 況 な の を ！ ！ こ の ま ま で は あ る 日 突 然 、 病 院

が な く な り ま す 」 と 経 営 危 機 を 訴 え て い ま す 。  

い ま 、 医 療 機 関 は 、 物 価 高 騰 や 人 件 費 の 上 昇 が 経 営 を 圧 迫 し て

い る こ と に 加 え 、 人 材 不 足 と い っ た 複 合 的 な 問 題 に よ り 経 営 が 困

難 に な っ て お り 、 こ れ ら の 課 題 に 対 処 し 、 住 民 の 命 と 健 康 を 守

り 、 地 域 医 療 を 守 る た め 、 国 の 責 任 に お い て 、 医 療 機 関 の 主 要 な

収 入 で あ る 診 療 報 酬 の 再 改 定 等 の 対 応 を と る こ と が 必 要 で す 。  

以 上 の 趣 旨 か ら 、 流 山 市 議 会 に お い て は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条

に も と づ き 、 内 閣 総 理 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 財 務 大 臣 、 内 閣 特 命

担 当 大 臣 に 対 し て 、 以 下 の 項 目 を 盛 り 込 ん だ 意 見 書 の 提 出 を 決 議

し て い た だ く よ う 陳 情 い た し ま す 。  

 



別紙５－１ 

記  

 １  医 療 機 関 の 事 業 と 経 営 維 持 の た め 、 物 価 高 騰 、 働 く 職 員 の

処 遇 の 改 善 に 適 切 に 対 応 で き る よ う 、 診 療 報 酬 を 遡 及 し て 再

改 定 す る こ と や 国 に よ る 補 助 制 度 の 創 設 な ど の 緊 急 的 な 財 政

支 援 を 行 う こ と 。  

 

２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  



別紙５－１ 

陳 情 第 ２ １ 号  
委 託 先 事 業 者 （ 及 び 再 委 託 先 事 業 者 ） に 対 し 業 務 完 了 の 確 認 を

徹 底 さ せ 、 １ 円 ま で 活 か す 市 政 を よ り 忠 実 に 実 践 す る 事 を 求 め る
陳 情 書  
 

（ 陳 情 要 旨 ）  
２ ０ ２ ５ 年 （ 令 和 ７ 年 ） ５ 月 １ 日 付 発 行 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 保

健 だ よ り 」 に つ い て 、 委 託 先 事 業 者 （ 広 告 代 理 店 を 通 じ 朝 刊 折 込
が 手 配 さ れ 同 時 に ） 市 内 商 業 施 設 へ の 配 架 を 手 配 さ れ ま し た 。 で
す が 、 南 流 山 周 辺 の 複 数 の 商 業 施 設 で 配 架 が 確 認 出 来 ま せ ん で し
た 。（ 同 日 付 で 発 行 さ れ た 、 広 報 な が れ や ま も 、 同 じ 商 業 施 設 で
配 架 が 確 認 出 来 ま せ ん で し た 。）  
５ 月 ８ 日 以 降 、 複 数 回 市 担 当 部 署 （ 健 康 増 進 課 ） に 電 話 で 問 合

せ し ま し た 。 流 山 市 か ら 委 託 先 事 業 者 に 確 認 し 発 行 日 当 日 の 夕 刊
配 達 時 に 、 商 業 施 設 へ の 配 達 を 対 応 し た と の 報 告 内 容 を 確 認 し て
い ま す 。 一 方 で 私 は 、 何 度 も 商 業 施 設 の 従 業 員 に 「 流 山 市 保 健 だ
よ り 」 は 、 届 い て い な い と の 内 容 を 確 認 し て い ま す 。 流 山 市 担 当
者 と 私 の 確 認 内 容 が 異 な り ま す が 、 市 は 、 委 託 先 事 業 者 の 報 告 内
容 が 正 し い と 判 断 し 委 託 手 数 料 を 支 払 っ た 事 を ８ 月 ２ ３ 日 に 確 認
済 で す 。  
流 山 市 議 会 に お か れ て は 、 市 民 の 代 表 で あ り 、 代 弁 者 の 立 場 か

ら 、 執 行 部 と よ り 良 い 市 政 を 目 指 し 議 論 を 重 ね 意 思 決 定 を 行 っ て
き た 事 に 、 敬 意 を 申 し 上 げ ま す 。 以 下 陳 情 理 由 と な り ま す 。  
 

（ 陳 情 理 由 ）  
 ５ 月 に 手 配 さ れ た 流 山 市 保 健 だ よ り の 、 商 業 施 設 へ の 配 架 で す
が 、 実 際 に 商 業 施 設 に 届 け ら れ た の か 否 か に つ い て は 、 ど ち ら も
証 明 が 出 来 な い の が 事 実 で す 。 対 象 と な る 委 託 手 数 料 は 少 額 だ と
し て も 、 業 務 が 正 し く 完 了 し た の が 確 認 出 来 な い ま ま 、 手 数 料 を
支 払 う こ と に つ い て 、 多 く の 市 民 が 納 得 出 来 る 合 理 的 な 説 明 は 出
来 な い と 言 え ま す 。  
 流 山 市 保 健 だ よ り に つ い て 、 来 年 又 は 次 回 発 行 時 に 、 商 業 施 設
へ の 配 架 が 手 配 さ れ る 場 合 に 、 確 実 に 配 架 さ れ た 事 が 証 明 出 来 る
商 業 施 設 の 受 領 書 が 不 可 欠 だ と 言 え ま す 。  
 

（ 陳 情 事 項 ）  
 １  流 山 市 保 健 だ よ り 発 行 時 に 商 業 施 設 へ の 配 架 を 手 配 す る 場

合 は 、 委 託 先 事 業 者 と 取 り 交 わ す 仕 様 に 、 商 業 施 設 の 受 取 り
が 確 認 出 来 る 物 の 作 成 と 保 管 を 明 記 す る 。  

 ２  流 山 市 担 当 部 署 よ り 、 項 目 １ で 定 め る 、 受 取 り が 確 認 出 来
る 物 に つ い て 提 出 を 要 求 出 来 る 事 を 、 仕 様 書 に 明 記 す る 。  

 
２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 
流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  



別紙５－１ 

陳 情 第 ２ ２ 号  
委 託 先 事 業 者 （ 及 び 再 委 託 先 事 業 者 ） に 対 し 業 務 完 了 の 確 認 と

報 告 を 徹 底 さ せ 、 １ 円 ま で 活 か す 市 政 を よ り 忠 実 に 実 践 す る 事 を
求 め る 陳 情 書  
 

（ 陳 情 要 旨 ）  
２ ０ ２ ５ 年 （ 令 和 ７ 年 ） ５ 月 １ 日 付 「 広 報 な が れ や ま 」 に つ い

て 、 年 間 契 約 に 基 い て 委 託 先 事 業 者 （ 広 告 代 理 店 を 通 じ ） 朝 刊 折
込 が 手 配 さ れ 、 同 時 に 市 内 商 業 施 設 へ の 配 架 も 手 配 さ れ ま し た 。
で す が 、 南 流 山 周 辺 の 複 数 の 商 業 施 設 で 配 架 が 確 認 出 来 ま せ ん で
し た 。（ 同 日 付 で 発 行 さ れ た 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 保 健 だ よ り 」 も
同 じ 商 業 施 設 で 配 架 が 確 認 出 来 ま せ ん で し た 。）  
５ 月 ８ 日 以 降 、 複 数 回 市 担 当 部 署 （ 秘 書 広 報 課 ） に 電 話 で 問 合

せ を し ま し た 。 流 山 市 か ら 委 託 先 事 業 者 に 確 認 し 発 行 日 当 日 の 夕
刊 配 達 時 に 、 商 業 施 設 へ の 配 達 を 対 応 し た と の 報 告 内 容 を 確 認 し
て い ま す 。 一 方 で 私 は 、 何 度 も 商 業 施 設 の 従 業 員 に 「 広 報 な が れ
や ま 」 が 届 い て い な い と の 内 容 を 確 認 し て い ま す 。 流 山 市 担 当 者
と 私 の 確 認 内 容 が 異 な り ま す が 、 市 は 、 委 託 先 事 業 者 の 報 告 内 容
が 正 し い と 判 断 し 、 委 託 手 数 料 を 支 払 っ た 事 を ８ 月 ２ ３ 日 に 確 認
済 で す 。  
流 山 市 議 会 に お か れ て は 、 市 民 の 代 表 で あ り 、 代 弁 者 の 立 場 か

ら 、 執 行 部 と よ り 良 い 市 政 を 目 指 し 議 論 を 重 ね 意 思 決 定 を 行 っ て
き た 事 に 、 敬 意 を 申 し 上 げ ま す 。 以 下 陳 情 理 由 と な り ま す 。  
 

（ 陳 情 理 由 ）  
 広 報 な が れ や ま ５ 月 １ 日 付 号 の 商 業 施 設 へ の 配 架 で す が 、 実 際
に 商 業 施 設 に 届 け ら れ た の か 否 か に つ い て は 、 ど ち ら も 証 明 が 出
来 な い の が 事 実 で す 。 対 象 と な る 委 託 手 数 料 は 少 額 だ と し て も 、
業 務 が 正 し く 完 了 し た の が 確 認 出 来 な い ま ま 、 手 数 料 を 支 払 う こ
と に つ い て 、 多 く の 市 民 が 納 得 出 来 る 合 理 的 な 説 明 は 出 来 な い と
言 え ま す 。  
 広 報 な が れ や ま に つ い て 、 今 後 も 継 続 し て 発 行 し 、 商 業 施 設 へ
の 配 架 が 手 配 さ れ る 場 合 に 、 確 実 に 配 架 さ れ た 事 が 証 明 出 来 る 商
業 施 設 の 受 領 書 が 不 可 欠 だ と 言 え ま す 。  
 

（ 陳 情 事 項 ）  
 １  広 報 な が れ や ま 発 行 時 、 商 業 施 設 へ の 配 架 手 配 を 手 配 す る

場 合 、 委 託 先 事 業 者 と 取 り 交 わ す 仕 様 書 に 商 業 施 設 の 受 取 り
が 確 認 出 来 る 物 の 作 成 と 保 管 を 明 記 す る 。  

 ２  流 山 市 担 当 部 署 よ り 項 目 １ に 定 め る 、 受 取 り が 確 認 出 来 る
物 に つ い て 提 出 を 要 求 出 来 る 事 を 、 仕 様 書 に 明 記 す る 。  

 
２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 
流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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陳 情 第 ２ ３ 号  
２ ０ ２ ５ 年 ７ 月 執 行 参 議 院 議 員 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 （ 千 葉 県

選 挙 区 ・ 全 国 比 例 ） 折 込 業 務 委 託 の 実 態 を 正 確 に 認 識 し 、 今 後 の
手 配 に お い て １ 円 ま で 活 か す 市 政 を 忠 実 に 実 践 す る 事 を 求 め る 陳
情 書  
 

（ 陳 情 要 旨 ）  
２ ０ ２ ５ 年 （ 令 和 ７ 年 ） ７ 月 執 行 の 参 議 院 議 員 選 挙 は 、 全 国 の

選 挙 管 理 委 員 会 が 各 自 治 体 の 有 権 者 に 向 け て 選 挙 公 報 の 配 付 を 手
配 し ま す 。 流 山 市 を 含 む 多 く の 自 治 体 が 、 朝 刊 折 込 を 利 用 し て 対
応 し ま す 。 流 山 市 に と っ て 再 委 託 先 と な る 新 聞 販 売 店 は 、 業 界 外
部 の 人 間 に は 、 理 解 し が た い 商 慣 習 。 合 理 的 で は な い 、 不 合 理 で
不 公 正 な 取 引 き を 強 い ら れ て い ま す 。  
相 対 的 に 立 場 の 弱 い 販 売 店 は 、 相 対 的 に 強 い 立 場 の 新 聞 社 か ら

必 要 以 上 の 部 数 を 仕 入 れ さ せ ら れ ま す 。 印 刷 工 場 か ら 届 け ら れ た
時 点 で 配 達 の 予 定 も な く 、 当 然 売 上 げ を 計 上 で き る 見 込 の 無 い 新
聞 が 相 当 な 割 合 で 発 生 し ま す 。 販 売 店 に よ っ て は 、 仕 入 部 数 の 半
分 が 配 達 さ れ ず 翌 日 （ 又 は 翌 々 日 ） に 回 収 業 者 に 引 渡 さ れ る 例 も
有 り ま す 。 販 売 店 の 立 場 で 言 え ば 、 必 要 と な る 部 数 （ 配 達 す る 予
定 の 部 数 ） の ２ 倍 の 部 数 を 新 聞 社 か ら 仕 入 れ ざ る を 得 な か っ た と
い う 事 に な り ま す 。  
販 売 店 の 大 半 が 上 記 の 様 な 不 合 理 で 不 公 正 な 取 引 き を 新 聞 社 か

ら 強 い ら れ て い ま す 。 そ し て 販 売 店 は 、 赤 字 分 を 補 填 す る 為 、 折
込 広 告 （ チ ラ シ ） の 水 増 し 請 求 を 行 う こ と に な り ま す 。 販 売 店 を
擁 護 す れ ば （ 詐 欺 行 為 と も 言 え る ） 折 込 広 告 の 水 増 し 請 求 を 行 う
よ う に 新 聞 社 か ら 仕 向 け ら れ て い る と も 言 え ま す 。 選 挙 公 報 の
他 、 流 山 市 を 含 む 行 政 機 関 が 発 行 す る 広 報 紙 （ 広 報 な が れ や ま ・
千 葉 県 民 だ よ り ） も 販 売 店 の 内 部 で 印 刷 工 場 か ら 入 荷 し た 荷 姿 の
ま ま 、 バ ン ド す ら 切 ら れ ず に 、 回 収 業 者 に 引 渡 さ れ る 物 も あ り ま
す 。  
販 売 店 の 現 場 で は 、 誰 か ら も 読 ま れ る こ と な く た だ 廃 棄 さ れ る

だ け の 、 広 告 媒 体 と し て の 価 値 を 持 た な い 新 聞 と そ の 新 聞 に 折 り
入 れ る は ず だ っ た 、 チ ラ シ が 存 在 す る 事 は 、 業 界 内 の 常 識 で す 。
一 般 的 に は 、 販 売 店 は 、 外 部 の 人 間 に は 、 気 付 か れ な い 様 通 行 人
の 目 に 触 れ な い 様 に 、 余 っ た 新 聞 と チ ラ シ は 、 隠 す 為 、 実 態 を 可
視 化 出 来 る 例 は 少 な い の で す が 、 流 山 市 内 の と あ る 販 売 店 は 、 全
く 隠 す 様 子 が 無 く 通 行 人 が 何 ひ と つ 障 害 無 く 見 え る 状 態 で 屋 外 に
積 み 上 げ ら れ て い た の で す 。 お か げ で 私 は 、 多 数 の 画 像 と 映 像 を
記 録 し 、 市 議 会 議 員 在 職 中 の 期 間 も 含 め て 、 正 副 議 長 を 含 む 複 数
の 議 員 、 多 く の 市 職 員 に 画 像 を 見 せ て い ま し た 。  
そ し て 、 ７ 月 １ ２ 日 以 降 、 選 挙 公 報 の 折 込 業 務 が す で に 完 了 し

た 後 に 、 販 売 店 入 口 脇 に （ バ ン ド す ら 切 ら れ て い な い ） 未 開 封 の
選 挙 公 報 を 確 認 し 、 記 録 し ま し た 。 ７ 月 １ ４ 日 午 後 、 埼 玉 県 在 住
の フ リ ー ラ イ タ ー と 販 売 店 を 訪 問 し 、 現 場 責 任 者 よ り 話 を 聞 き 、
大 量 の 選 挙 公 報 が 折 込 ま れ ず に 、 余 っ た 事 を 確 認 し ま し た 。  
流 山 市 議 会 に お か れ て は 、 日 頃 よ り 、 市 民 の 代 表 と し て 代 弁 者

の 立 場 か ら 、 執 行 部 と よ り 良 い 市 政 を 目 指 し 議 論 を 重 ね 意 思 決 定
を 行 っ て き た 事 に 、 敬 意 を 申 し 上 げ ま す 。 以 下 陳 情 理 由 と な り ま
す 。  
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（ 陳 情 理 由 ）  
 ２ ０ ２ ５ 年 ７ 月 執 行 の 参 議 院 選 挙 に か か わ る 選 挙 公 報 の 折 込 委
託 手 数 料 は 委 託 先 事 業 者 が 各 販 売 店 の 部 数 を 集 計 し 、 流 山 市 選 挙
管 理 委 員 会 に 報 告 し て い ま す が 、 そ の 部 数 に つ い て 一 般 に 使 用 さ
れ て い る （ 販 売 店 の ） 折 込 定 数 で は 、 配 達 さ れ な か っ た 、 予 備 紙
（ 又 は 押 し 紙 ） が 含 ま れ て い る 為 、 実 際 の 配 達 部 数 と 大 き く 異 な
る 為 、 流 山 市 に と っ て は 、 余 分 に 手 数 料 を 支 払 う 事 に な り ま す 。  
 折 込 定 数 で は な く 、 月 末 に 発 行 し た 領 収 書 の 部 数 を 示 す 「 発 証
数 」 を 基 に 集 計 し 従 来 の 対 応 か ら よ り 実 態 に 近 い 数 字 で 対 応 す る
べ き で す 。 そ れ が 出 来 な け れ ば 、 流 山 市 が 掲 げ て き た 、 １ 円 ま で
活 か す 市 政 に 反 す る 事 に な り ま す 。 そ し て 同 時 に 、 販 売 店 に 、 ７
月 １ ３ 日 、 １ ４ 日 に 大 量 の 選 挙 公 報 が 余 っ た 事 に つ い て 、 調 査 す
る べ き で す 。  
 

（ 陳 情 項 目 ）  
 １  選 挙 公 報 折 込 業 務 委 託 手 数 料 の 基 と な る 部 数 に つ い て 、

「 折 込 定 数 」 で は な く 「 発 証 数 」 に 基 づ く 部 数 で 対 応 す る こ
と 。  

 ２  ７ 月 １ ２ 日 （ 日 付 指 定 ） 朝 刊 折 込 業 務 完 了 後 に 、 一 部 の 販
売 店 で 選 挙 公 報 が 大 量 に 余 り 、 廃 棄 予 定 と し て 、 山 積 み に な
っ て い た 件 に つ い て 委 託 先 事 業 者 に 調 査 を 要 求 す る 事 。  

   具 体 的 に は 、 ① 何 部 余 っ た の か 。 ② 何 故 大 量 に 余 っ た の
か 。 ③ 大 量 に 余 る 事 が 事 前 に 予 想 出 来 な か っ た の か 。 ④ 今 後
の 業 務 委 託 手 配 時 に 大 量 に 余 る 事 を 未 然 に 防 ぐ 事 が 出 来 る の
か 。  

 
２ ０ ２ ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日  

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 
流 山 市 議 会 議 長  石 原  修 治  様  
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 令和７年流山市議会第３回定例会提出請願・陳情文書表 

 
令 和 ７ 年  月  日 

 

受理番号 受理年月日 件名 要旨 
請願・陳情者 
住所・氏名 

紹介議員 付託委員会 

陳情第１３号 ７月１１日 

組織的な嫌がらせ・監視行為によ
る市民生活及び職場環境、公的施
設、一般生活における重大な、影
響と人権侵害(集団ストーカー)
に関する陳情書 

特定の意図を持った個人や集団による、執拗
な嫌がらせ、監視、つきまといといった行為
から、市民の生命、身体、財産、そして心の
安全を守るため、早急な実態把握と具体的な
対策の検討に着手してください。 

●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳情第１４号 ７月２８日 

排泄に課題を抱える障害者（児）
に対し、日常生活用具へ排泄予測
支援機器の追加認定を求める陳
情書 

尿意の意思表示ができない、もしくは曖昧に
しか感じることができない障害者の排尿課
題を解決するため、排泄予測支援機器「ＤＦ
ｒｅｅ」を千葉県流山市の日常生活用具とし
て追加認定してください。 

●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●● 

  

陳情第１５号 ８月１９日 
「国における２０２６年度教育
予算拡充に関する意見書」採択に
関する陳情書 

政府及び関係行政官庁に対して「国における
２０２６年度教育予算拡充に関する意見書」
を提出してください。 

●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●● 

  

陳情第１６号 ８月１９日 
「義務教育費国庫負担制度の堅
持に関する意見書」採択に関する
陳情書 

政府及び関係行政官庁に対して「義務教育費
国庫負担制度の堅持に関する意見書」を提出
してください。 

●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●● 

  

陳情第１７号 ８月２５日 
野々下で進行中の休耕田の埋立
に関わる農地転用を許可しない
ように求める陳情書 

１ 第１期工事の農地転用の許可を取り消
して原状回復を求めてください。 

２ 第２期工事の農地転用の許可を取り消
して工事の進行を止めさせてください。 

３ 第３期工事以降の申請について農地転
用の許可を与えないようにしてください。 

 
４ 上記１～３の判断について、事実上同じ
業者が行った野田市目吹・木野崎におけ
る、地権者を欺き結果的に農地法違反であ
ったといえる農地造成工事を、見て見ぬふ
りせず、厳正に審査してください。 
５ 今後農地転用の審査に当たっては地面
の高さ以上の埋立を認めないようにして
ください。 

●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●● 
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受理番号 受理年月日 件名 要旨 
請願・陳情者 
住所・氏名 

紹介議員 付託委員会 

陳情第１８号 ８月２５日 

マイナ保険証の保有の有無にか
かわらず、国民健康保険加入者全
員に資格確認書の発行を求める
陳情書 

国保加入者に対して、マイナ保険証の有無に
かかわらず、資格確認書を無償かつ申請不要
で交付してください。 

●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●● 

  

陳情第１９号 ８月２５日 
物価高騰等に見合った医療機関
への支援を国へ求める意見書の
提出を求める陳情書 

地域の中核となる医療機関等における、昨今
の物価高騰等に見合った持続的なサービス
の提供を可能とする対策について、早急に検
討し必要な措置を講じることを求める旨の
意見書を国へ提出してください。 

●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●● 

  

陳情第２０号 ８月２５日 
医療機関の事業と経営維持のた
めの診療報酬再改定を国に求め
る意見書の提出を求める陳情書 

医療機関の事業と経営維持のため、物価高騰
や職員の処遇改善に適切に対応できるよう、
緊急的な財政支援を行うことを求める旨の
意見書を国へ提出してください。 

●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●● 

  

陳情第２１号 ８月２５日 

委託先事業者（及び再委託先事業
者）に対し業務完了の確認を徹底
させ、１円まで活かす行政をより
忠実に実践する事を求める陳情
書 

１ 流山市保健だより発行時に商業施設へ
の配架を手配する場合は、委託先事業者と
取り交わす仕様に、商業施設の受取りが確
認できる物と保管を明記してください。 

２ 流山市担当部署より、項目１で定める受
取りが確認できる物について提出を要求
できる事を仕様書に明記してください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳情第２２号 ８月２５日 

委託先事業者（及び再委託先事業
者）に対し業務完了の確認と報告
を徹底させ、１円まで活かす行政
をより忠実に実践する事を求め
る陳情書 

１ 広報ながれやま発行時に商業施設への
配架を手配する場合は、委託先事業者と取
り交わす仕様書に、商業施設の受取りが確
認できる物の作成と保管を明記してくだ
さい。 

２ 流山市担当部署より、項目１で定める受
取りが確認できる物について提出を要求
できる事を仕様書に明記してください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳情第２３号 ８月２５日 

２０２５年７月執行参議院議員
選挙における選挙公報（千葉県選
挙区・全国比例）折込業務委託の
実態を正確に認識し、今後の手配
において１円まで活かす行政を
忠実に実践する事を求める陳情
書 

１ 選挙公報折込業務委託手数料の基とな
る部数について、「折込定数」ではなく「発
証数」に基づく部数で対応してください。 

２ ７月１２日（日付指定）朝刊折込業務完
了後に、一部の販売店で選挙公報が大量に
余り、廃棄予定として山積みとなっていた
件について、委託先事業者に調査を要求し
てください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  



別紙６ 

ガソリン税の暫定税率撤廃を求める意見書  

 

物価やガソリン価格の高騰が続き、市民生活や地域経済に深刻な影響

を及ぼしている。  

国会の与野党６党の国会対策委員長は今年７月３０日、ガソリン税の

暫定税率の廃止を年内のできるだけ早い時期に廃止することで合意した。

また与野党の実務者協議を開催し、財源などについて協議を行っている。

さらに、１１月からの暫定税率の廃止をめざすとともに、都道府県の税

収減やガソリンスタンドの経営に対する影響を回避する内容等も盛り込

んだ法案を野党７党が共同で衆議院に提出した。  

これが実現できれば、経済産業省が発表したレギュラーガソリン１リ

ットル当たりの店頭小売価格（８月１８日時点）１７４円７０銭（全国

平均）は、１４９円７０銭へと大きく引き下がる。結果として、２０２４

年の家計調査で２人以上世帯のガソリン年間消費額平均７万８８７円は

約１万円の負担減になる。その他、流通、物流のコストの引き下げ、そ

れに伴う身の回りのさまざまな商品やサービス価格の引き下げ、帰省や

観光等交流人口の増加促進など間接的な波及効果もある。  

よって国に対し、以下のことを求める。  

記 

１ ガソリン税の暫定税率撤廃を早期に実現するため、あらゆる努力

を尽くすこと。  

２ ガソリン税の暫定税率廃止を理由とした新たな国民負担を増やさ

ないこと。また地方自治体やガソリンスタンド等への悪影響を回避

させる減収補填措置を講じること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

内閣官房長官    様  

総務大臣      様  

財務大臣      様  

経済産業大臣    様  

千葉県流山市議会  



別紙６ 

バス運転手の不足の解消に関する意見書  

 

日本の地域公共交通はその多くが民間のバス事業者任せであり、運賃

収入で採算性を確保することが当然とされている。都内各地域では、民

営バスの減便や廃止が相次ぎ、住民の移動する権利が脅かされ、「病院

や役所、買物に行くのに不便になった。バスの運行路線を増やしてほし

い」との声が寄せられている。  

一方、フランスや韓国などの国々においては、移動権・交通権を保障

する立場から安心して暮らせる環境を整えるために、国や自治体が収支

の不足分を補塡し、公共交通の維持・充実に主体的な役割を果たしてい

る。このような国々と比較して不十分である日本の交通政策も、移動権・

交通権を保障する立場に立って交通政策を抜本的に転換していくことが

求められている。  

地域公共交通の危機打開に向けて特に急がれるのは、バス運転手の不

足の解消である。バス運転手は、住民の生活の根幹を支える重要・不可

欠な役割を果たすエッセンシャルワーカーであるにもかかわらず、２０２２

年のバス運転手の平均年収は、全産業平均と比べておよそ１００万円も

低くなっている。  

こうした中で、東京都葛飾区は２０２４年度予算にバス運転手の待遇

改善に向けた補助に踏み出した。  

よって関係機関に対し、バス運転手の不足解消と交通政策の充実・強

化に向けて以下のことを要請する。  

記 

１ 民営バスを含めたバス事業者に対する財政支援を行うこと。  

２ 路線バス事業への参入・撤退に関する規制緩和を見直すこと。  

３ 主たる勤務地が千葉県内営業所にあり、大型自動車第二種運転免
許保持者に対する住居手当・借上住宅費補助や、営業所が行う人材
募集ＰＲ等実施事業への補助制度、⼥性バス運転手が安心、快適に
働くための環境づくりへの補助制度などを創設すること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

国土交通大臣    様  

千葉県知事      様  

千葉県流山市議会  
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建設労働者の雇用改善と担い手確保等に関する意見書  
 

いま建設業就業者はピーク時の６８５万人から比較すると３０％減少
した。大工工事従事者に限って言えば、ピーク時から６８％もの大幅減
少となっている。しかも建設業就業者の年齢構成は６０才以上が４３％
に対し、３０才未満は７％、１０代では０．１％もいない。  
基幹産業である建設業において建設労働者の減少がこのまま進行すれ

ば 、 個 人 住宅 の 建設 や リ フォ ー ム はも と より イ ン フラ 等 社会 資 本 の
維持・管理・更新、災害復旧の実施に大きな支障となり、国民生活への
甚大な影響が懸念される。  
将来にわたり持続可能な地域社会を実現するためにも、働き方改革の

推進、適切な賃金水準の確保をはじめとする労働環境や処遇の改善が喫
緊の課題となっている。とりわけ、労働に見合った適正な賃金を建設現
場の隅々に十分浸透させることは不可欠である。  
国土交通省が２０２５年２月に公表した３月から適用する公共工事設

計労務単価では、全職種の平均日額が２万４８５２円と１３年連続引き
上げとなり、単価公表開始以降、最高値を更新している。一方、全国建
設組合総連合が実施した２０２４年度調査では建設労働者で平均日額
１万５６５３円、一人親方は平均日額１万８５５１円と大きな開きが生
じており、以下のことを要望する。  

記 
１ ２０２４年６月に公布・施行された公共工事の品質確保の促進に
関する法律等の一部を改正する法律に基づき、公共工事での本格的
な取組みを加速化するための支援を行うこと。  

２ ＩＬＯ（国際労働機関）第９４号条約（公契約における労働条項
に関する条約）を日本政府も批准し、国内における更なる関係法令
の整備にあたること。  

３ 建設労働者の高い水準の賃上げに向けた環境整備に努め、雇用改
善や建設業の担い手確保・育成を推進すること。  

４ 建築大工をはじめとした若年者等の入職・定着を促進すること。
また、建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）をさらに普及し、
建設労働者の能力開発の推進及び向上を支援すること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
 
２０２５年  月  日  

 
衆議院議長        様  
参議院議長        様  
内閣総理大臣      様  
総務大臣        様  
国土交通大臣      様  
経済産業大臣      様  
内閣府特命担当大臣    様  
（防災、海洋政策）  
賃金向上担当大臣    様  
千葉県知事        様  

千葉県流山市議会  
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次世代研究者挑戦的研究プログラムの充実・強化を求める意見書  

 

文部科学省によると、修士課程を終えて博士課程に進学する人がピー

ク時の２００３年度の約１万１,６００人から減り続け、２０１９年度は

最も少ない５,９６３人とほぼ半減した。日本の人口１００万人あたりの

博士号取得者の数も、２００８年１３１人から、２０１７年には１１９

人に減少し、増加傾向のアメリカ・ドイツ・韓国の半分以下の水準に落

ち込んでしまった。  

日本の研究力の大幅な低下を懸念し、環境改善を求める声がある一方、

今年６月２６日、文部科学省が、博士課程の学生に対して生活費や研究

費を支援する「次世代研究者挑戦的研究プログラム（ＳＰＲＩＮＧ）」

について、「国籍要件を附し、生活費支給を日本人限定に見直す方針を

固めた」と報道された。  

研究と生活を安定的に両立させる「命綱」を細める制度の改悪であり、

問題がある。また被支援人材の多様性を排除し選別を強めるような今回

の改悪は、更なる選別を設け、強いては奨学制度の縮小自体に繋がる可

能性も秘めている。  

よって国会及び政府に対し、次世代研究者挑戦的研究プログラムにつ

いて、外国人留学生の支援を打ち切る制度改悪は撤回し、充実・強化を

強く求める。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

財務大臣      様  

文部科学大臣    様  

内閣官房長官    様  

千葉県流山市議会  
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生活保護制度における違法な基準引き下げの是正等を求める意見書  

 

２０１３年から２０１５年にかけての生活保護基準の大幅な引き下げ

は違憲・違法であるとして訴えた「いのちのとりで裁判」について、最

高裁判所は今年６月２７日、「違法」との判断を示し、処分の取り消し

を認める判決を言い渡した。しかも、２０１３年の基準引き下げは、「従

来の消費水準を指標とせず、専門部会にも諮らないまま物価変動を直接

の指標として改定したことは、専門的知見との整合性を欠く」などと指

摘した。  

そもそも生活保護制度は、日本国憲法第２５条が保障する生存権にも

とづく制度の一つである。またその基準は最低賃金、就学援助、国保料

や税の減免基準など国民全体にかかわる制度と密接な関係となっている。 

にもかかわらず１０年以上もの間、違法な保護基準の下、数百万人の

生存権を直接侵害し続けた国の責任は重大である。原告団が２００人以

上も亡くなっていることから、最高裁判所の判決への誠実な対応が政府

に求められる。  

そこで、以下のことを要望する。  

記 

１ 最高裁判所の判決に基づき真摯な反省を行い、少なくとも早急に

基準を元に戻すこと。  

２ 再発防止に向けた検証を行い、生存権侵害への誠実な謝罪と被害

の回復を図ること。  

３ 生活保護利用者の支援にあたる自治体ケースワーカーの配置基準

を大幅に是正するとともに、国の責任で制度を周知し、改善するこ

と。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

厚生労働大臣    様  

財務大臣      様  

法務大臣      様  

内閣官房長官    様  

千葉県流山市議会  
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政党助成金制度の廃止を求める意見書  

 

政党助成金は、新年度予算が成立すれば、年４回に分けて交付される

もので、政党助成法に基づき毎年１月１日現在で所属する国会議員の数

や過去の国政選挙の得票数に応じて総務大臣に届け出を行った政党に交

付されている。  

今年１月、ＮＨＫの報道によると２０２５年に交付予定の政党助成金

は９つの政党に総額３１５億円余りが支給されるとのことである。また

各党の試算額は多い順に、自民党１３６億３ ,９００万円、立憲民主党

８１億７ ,１００万円、日本維新の会３２億９００万円、公明党２６億

４ ,７００万円、国民民主党１９億７ ,９００万円、れいわ新選組９億

１,６００万円、参政党５億１,６００万円、社民党２億８,３００万円、

日本保守党１億７,２００万円とし、日本共産党は政党助成金の制度に反

対し、助成金を受け取っていないとのことであった。  

そもそも国民の税金を、国民自ら支持しない政党に対し強制的に寄付

させられる政党助成金の仕組みは大いに問題がある。また制度発足時、

企業・団体献金を禁止するという口実で導入されたにもかかわらず、実

際には、企業・団体献金は温存され、政党助成金との“二重取り”が続

けられている。さらに１９９５年の制度施行から２０２４年までの３０

年間、政党助成金総額は約９,４８４億７千万円にのぼり、３０年間に受

け取った５１政党のうち４２政党が分裂・合併・再分裂を繰り返し解散・

消滅している。  

そこで政府及び国会に対し、国民生活を顧みない政党助成金制度の廃

止を強く求める。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

総務大臣      様  

内閣官房長官    様  

千葉県流山市議会  



別紙６ 

医薬品や医療機器の安定供給確保ならびにイノベーション推進を求め

る意見書  

 

一部メーカーの製造管理及び品質管理の不正問題に端を発する医薬品

や医療材料の供給不安は、需給のひっ迫に加え、政府の頻繁な薬価引き

下げや昨今の原材料価格の高騰に伴うメーカーの採算悪化によって、実

に５年にわたって継続している。  

この間、医療機関や薬局においては、医薬品の入手が一部困難な状況

が継続しており、必要な薬が患者に届かない事態を招くなど、国民の命

と健康に影響を及ぼしかねない事態が続いている。また、治療薬の開発

で諸外国から後れを取るなど、我が国のイノベーション創出力の低下も

明らかとなっている。  

こういった事態を踏まえ、国では供給不足の医薬品を早期に安定供給

できるようメーカーへの増産要請を行うとともに、ジェネリックメーカ

ーの産業構造の見直しに着手するなど、様々な対応を講じている。  

しかしながら、厚生労働省の医薬品供給にかかる調査結果（令和７年

６月調査）によると、１４％の医療用医薬品が限定出荷または供給停止

の状況にあるなど、依然として深刻な状態が継続している。  

現下の供給不安を一刻も早く解消し、かつ将来にわたって、国民に医

薬品や医療材料を安定的に供給するためには、設備投資や研究開発投資、

人的投資を困難にし、一部不採算での生産を強いる現行制度の見直しを

図り、国内における医薬品や医療機器の安定供給基盤、イノベーション

創出基盤を再構築する必要がある。  

よって、本流山市議会は、国会および政府に対し、次の事項について

特段の措置を講ずるよう、強く要請する。  

記 

１ 我が国におけるイノベーション創出環境を取り戻し、かつ国民生

活に必要不可欠である医薬品等の安定供給を取り戻すため、中間年

薬価改定の廃止や中断を含めた薬価・材料価格制度の抜本的な見直

しを進めること。  

２ 世界的な物価高・インフレの中にあって、国民生活に必要不可欠

である医薬品や医療機器・医療材料の安定供給を揺るぎないものに



別紙６ 

するため、急激な原材料やエネルギー価格の高騰に対応する価格調

整制度を新設するなど、価格下支え制度を整備すること。  

３ 市場実勢価格方式をとる我が国の薬価制度の信頼性、持続可能性

を確保するため、長年にわたる特異な医薬品の取引慣行の是正を図

ること。  

４ 揺るぎない安定供給を実現するために、メーカーの生産量や在庫、

医療機関や薬局における在庫など、各流通当事者の供給や流通の状

況を一元管理し、適切な指導や支援が可能となるシステムを構築す

ること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年 月 日  

 

衆議院議長      様  

参議院議長      様  

内閣総理大臣    様  

厚生労働大臣    様  

千葉県流山市議会  



【議会運営委員会分】

ＮＯ要　　望　　項　　目 理　　　　　　　　　　由
金　　　　　額

（※できる限り積算根拠記入）
予算を要求する
委員会名

提出会派名

1
市民等との意見交換
の場

議会基本条例第９条第２項に基づき、市民等との意
見交換の場を設けるための諸経費（会場代等）

10,000円 議会運営委員会 日本共産党

※令和７年度議会費予算要望項目からの持ち越し

ＮＯ要　　望　　項　　目 理　　　　　　　　　　由
金　　　　　額

（※できる限り積算根拠記入）
予算を要求する
委員会名

提出会派名

2

議会インターネット
接続サービスを現行
のファミリータイプ
から帯域保障サービ
スに切り替える。

ペーパレス用タブレットの導入などで使用している
端末数が急増し、ベストエフォート型ファミリータ
イプ接続サービスではその能力が不足していること
から、ビジネス用の帯域保障型接続サービスに切り
替える。

初期費用　4,500,000円
（接続サービス初期費用、必要機
器類）
年額費用　312,000円

議会運営委員会 自由民主党

令和７年９月２日 議会運営委員会 資料

令和８年度議会費予算要望　要望項目一覧 別紙７


